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第９日目（１２月２１日） 

○議   長（松原良道君）  おはようございます。延会前に引き続き本会議を再開いた

します。ただいまの出席議員数は３０名であります。これから本日の会議を開きます。 

（午前９時３０分） 

○議   長  本日の日程は一般質問とし一般質問を続行いたします。 

質問順位１６番、議席番号３番・宮田俊之君。 

○宮田俊之君  皆さんおはようございます。議会傍聴には早朝よりおいでいただきまして

大変ありがとうございます。一般質問に先立ちまして、昨日新潟日報朝刊紙面に大変嬉しい

記事が出ておりました。それはエアロビのダンスの全国大会にて、市内のＳＦＤＫ（サンフ

ラワーダンスキッズ）の４名が優勝し、中国の遠征にも出場できる日本代表１０名にも選出

されたという記事でした。この皆さんは塩沢の夏祭り、産業祭り、また市民会館でのイベン

トなどで広くエアロビダンスを披露しており、身近な団体が全国制覇ということで本当に立

派なことだと思います。市長のもとに優勝の報告や国際大会に向けて訪問した際は、ぜひあ

たたかく対応し激励のほどをお願いしたいと思います。 

さて、事前の通告にしたがいまして壇上より質問を行いたいと思います。 

１ 財政健全化計画目標を達成するための行政評価の手法について 

まず財政健全化５カ年計画の数値目標初年度未達成の責任についてお伺いいたします。国

の新たな自治体の財政指数算出の基準となっている実質公債費比率に関しての速報値の発表

は、市民を不安にさせ市長のいわれる一体感の醸成に影を落としていると私は考えます。 

塩沢町が後から合併したことでいらぬ憶測をよんだり、一部で不利益な批判を受けている

と聞き及んでおります。私は塩沢が合併してから財政の推移を１年も見極めずいきなり始ま

った感がある財政健全化計画については、市民また職員も希望に満ちた合併との説明を受け

ていたものにとっては大変驚きであります。 

実質公債費比率に関しては、前９月議会や今議会でも多くの議員から質問があり、おおむ

ね折込済みであるとか、夕張市のように巨大な観光施設建設などを行った結果ではない、当

南魚沼市は必要な上下水道を始めとした資本的な整備の結果である、との答弁がほとんどで

あったかと思います。 

私には違いがよくわからないのは、夕張市は巨大観光施設建設が主原因となっていますが、

中止できるわけでして、当市の資本的な整備事業は財政健全化計画の中でも最後まで事業を

完了しなければなりません。借換えの起債などで利子圧縮などの努力には敬意を表しますが、

財政の硬直化の一因と私は考えます。 

この厳しい最中、財政健全化計画の初年度の達成率が伝えられましたが、これがなんと７

６.６パーセント。私は大変驚きました。計画を立てた直後の年度で達成できない計画など算

出方法が甘かったとしかいえないわけで、もし大きな原因があるのであればお答えいただき

たいと思いますが、この達成率を２カ年目で回復するつもりであれば初年度よりも倍の努力

が必要になると思います。私はまず未達成の理由とその責任の所在についてお伺いいたしま
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す。 

初年度より新しい部局制をしく中で、いずれ職員の能力成果主義へと変換されていくと思

われます。その目標数値が未達成であれば、きちんと責任の所在をはっきりとさせることが

大切だと考えます。２カ年以降の目標数値の差し替えと、また最終目標達成に対する方法が

あればお答えください。 

また、あわせてこういった大胆な施策というものは首長の相当な覚悟とリーダーシップが

必要だと私は考えます。私はおかげさまでわずか１年ではありますが議員として議会に出席

して、この財政難にしては少し緊迫感が足りないのではないかと感じました。市長は今議会

中に「積み残し」という言葉を使って目標未達成率の２３パーセントを表現されておられま

したが、そんな悠長なことをいっていて本当に財政の健全化目標を達成できるのでしょうか。 

固定的な支出が増える中で基金も底をついて、税収入の見込みもせいぜい横這いの中で、

通常の家庭では危機的な状況に夜も眠れない状態になると考えますが、このままでよいのか

大変不安になっております。全国の首長でマスコミに登場し、住民から絶大な支持を得てい

るケースで多いのが、財政建て直しのためにはどんなに嫌われてもよいから熱意を持って取

り組み、明るい将来の展望がひらけるものと信じ邁進をして、最後には住民から絶大な信頼

を得ている首長が多いと考えます。ぜひ井口市長には強力なリーダーシップのもとに、財政

改革を敢行して盤石な市民の信頼を得ていただきたいと切に希望しております。 

ここで財政健全化のための行政評価手法に対して、一例を示して市長の取り組み方を伺い

たいと思います。私は旧塩沢町時代に平成１４年１０月から約半年間でしょうか、総合計画

管理検討委員会というものの委員になりました。この委員会は当時の塩沢町の基本計画の中

の１５０の主要施策について進捗状況の把握をし、事業計画の目的・目標から見た成果の達

成イコール有効性を住民に示し、施策の見直しや住民の声を計画に反映させるシステムを考

えるための委員会でありました。 

そのときに検討されていたのが主要施策進行管理シートです。執行部には質問通告時に、

また議員の皆さんには先ほど配らせていただきました。このシートに関してどんな内容を記

入するものであるかは、配付資料のナンバー１にありますのでご覧いただければと思います

が、大きな特徴とねらいについて説明いたします。 

まず第１に、事業執行担当者の氏名を記載すること。これが責任の所在をはっきりさせる

ことになると思います。第２に、目標を具体的な数値として単年度で考えていけること。こ

れが事業の振り返りになると思います。第３に、主要施策実現でどんな事業をいくらで行っ

たかを記入するということです。これで個々の事業や取り組みを戦略的に、またむらなく実

施できます。 

最大の目標はこの資料の裏面です。そこには情報ボックスとして事業実施に対する住民の

声をどんどん書き込み、またそれにどう対応したかを記入していきます。具体的にはもう１

枚の資料、ナンバー２をご覧ください。そこにあるデータはダミーであり偶然ごみ問題のシ

ートでしたが他意はありません。もし運用したとするならばこういったデータが記載されま
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す。しかもこのシートを住民に公表するためにインターネットはもちろん、身近な地区館に

も配置して多くの住民から事業に対する意見を集約するように考えておりました。 

この行政評価の手法を導入する本当のねらいは、管理を行い担当職員にプレッシャーを与

えるものではなく、主要施策実現のために職員が失敗を恐れずに積極的にアイデアを出して

事業に取り組み、見直すにしても裏面にある住民からの意見をもとに修正を行っていくとい

う過程を公表することで透明性を確保できるという点が最も重要だと考えます。 

この管理シートが絶対に優れているとはいいませんが、今年３月に第１次総合計画を策定

し、その中で基本計画第６章に「事務事業の評価システムを導入します」と明言してから１

０カ月が経とうとしている中、私には全くその方法が見えてきません。財政健全化計画を立

てたが初年度目標も未達成であるのであれば、早急に取り組む課題だと思いますし、こうし

た思い切った評価システムを導入し、市民に取り組みをオープンにすることは健全化に向け

た真剣な姿勢で市民に安心を与える効果があると思います。 

よくこういったシステム導入を検討するにあたり、事務処理増加が職員の新たな負担にな

るからといった消極的な話も出ますが、合併直後で分室などを構えて６万人の市民に対して

同規模の自治体よりも人員がいるわけですから、今こそ私は取り組むチャンスだと考えます。 

一般質問初日の今井議員もいわれておりましたが、実質公債費比率のワースト１の報道を

チャンスにとらえるというのは、私は的を得ていると考えます。透明感を持った取り組みが

観光やまた産業でいろいろ訪れる方にも気持ちの良い印象を与えることは間違いありません。

今こそ自らをトップセールスマンと言い切る井口市長の思い切った英断を期待いたします。 

２ スノートピア（流雪溝整備）道路事業の対象地域拡大について 

 いま１点通告しておりました、スノートピア道路事業についてお伺いいたします。この質

問に関しては、流雪溝整備事業と一緒にしてしまったので大変申しわけなかったのですが、

質問主旨としては強制流水を用いるスノートピア事業が経費的に難しかったとすれば、流雪

溝事業と置き換えていただいても構いません。 

さて、２年続きの豪雪に伴い、昨年度は市内では死傷者も出ております。冬季観光には不

可欠な雪ではありますが、歩いて通学する児童や、歩いて買い物に向かうお年寄りにとって

安心安全な町とはいえない場面が見受けられます。特に市街地では、屋根雪や歩道上の雪の

捨て場がなく車道に出すなど交通に支障をきたし、近隣とのトラブルにもなっております。 

その中で六日町市街地にて成果を上げている流雪溝に対しては、今後地下水の有効利用の

観点から市内全域で抑制しなければ地盤沈下対策とならないわけなので、六日町での整備が

完了次第、塩沢、石打、浦佐地域での計画が必要だと私は考えます。大型事業抑制の財政健

全化中ではありますが、合併特例債を利用して有利に整備しているわけですし、第１次総合

計画にも示されています。市民生活に直結している課題解決のための事業には積極的に着手

するべきと考えますが、市長の所見を伺います。以上で壇上からの質問を終わらせていただ

きます。 

○市   長  おはようございます。傍聴者の皆様方また今日も大変ご苦労さまです。 
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 宮田議員の質問にお答えいたしますが、朝、初っ端からなかなか厳しいご意見をたまわり

ましてありがとうございました。 

１ 財政健全化計画目標を達成するための行政評価の手法について 

健全化計画の初年度未達成２３.１でしょうか、この責任は誰が取るかと。責任は当然私で

あります。ただ、初年度で未達成だからすべて達成できなかったということではありません

で、前のご質問をいただいた皆さんにもお答えしていますとおり、この分は１９年度あるい

は２０年度に振り分けてきちんと達成をしていくということです。トータル的に５年間を見

ていただくということにならざるを得ないわけであります。 

一番達成率の低い部分、これは行政水準の明確化という部分でありまして、補助金あるい

は市民サービス事業の見直しであります。ここに切り込んでいかなければならないわけであ

りますけれども、初年度からすぐに１００パーセント達成という部分ができなかった、これ

がいちばん大きな原因ではあります。 

逆に繰出金の見直しとかそういう部分では２８１パーセント、これは市の財政の中で水道、

下水道、病院これらについての繰り出しを相当思い切って見直したといいますか削減したわ

けであります。これによってやはりまた病院会計等にも、ある意味では相当な圧迫感を与え

ているということでありますが、当面はこういう形でしのいでいただくという、できるとこ

ろからまず始めたというところであります。 

市民サービスの見直しにつきましては、１９、２０これらについて徐々にやはりやってい

くべきものだと。一度に大変なショックを与えるという部分は、非常に混乱を生じる恐れも

ありますので、そういう意味でここがいちばん低かったということであります。 

歳入の確保も、今のところ５割程度でありまして、滞納整理等に本当に一生懸命取り組ん

でいただいておりますけれども、なかなかその分の効果があがっていないという部分は具体

的にはございます。 

塩沢の合併が不利益になったというようなお話があるそうでありますが、それはためにす

る話、そういう方がいらっしゃるのかもわかりませんけれども。１年遅れて編入合併だと。

そういうことの中でこういう言い方は失礼ですけれども、塩沢地域で特に自分達を若干卑下

する見方があったことは事実でありますが、それは市政懇談会の中ですべて私が否定してき

たわけであります。そういうことをきちんとご理解いただければ、塩沢が入ったから不利益

になったとか、抜けたから有利になったなんてことはありえません。ですのでそれは明確に

否定をしておいていただきたいと思います。 

緊張感が足らない。具体的に何を指して言っていただいているのかちょっとわかりません

けれども、常に緊張感を持ってやっているつもりでありますし、私がげそっと痩せて、夜も

寝られないほどになっていれば、あれは緊張感だということになるのかもわかりませんが。

トップの姿勢として苦しいときほどやはり明るくふるまわなければ、これはなかなかやって

いけないものだと思っております。夜も眠れないなんていうことは私はありません。どうい

う状況に陥っても寝られないということは、ほとんど今まで経験したことはありませんし、
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そういう精神状態にならないところがひとつの長所でもあると。簡単に言えば単純なのです、

私は。いわゆる回路が細かくありませんので、簡単には切れませんが切れると大体命取りと、

こういうことだと思っております。 

昨日、笠原議員にもお答えいたしましたとおり、政治責任者の名誉でありますこれは、名

誉は自分の行為の責任を自分独りで負うところがある。ですからいろいろな施策を打ち出し

た中でその責任を追求される場合は、これは私が決断をして実行してきているわけですから、

すべての責任は私だということであります。その責任を逃れるつもりもございませんし、回

避するつもりもございませんということであります。 

さてそういう中で、１９年度、約１億２,０００万円の上積みをしながらこの達成を目指し

ていかなければならないわけであります。これからの具体的な予算編成の中でそれらをきち

んとやっていかなければならないわけでありますので、相当それこそ苦悩しながら、切るべ

きところを切っていかなければならないということだと思っております。 

そういう中で塩沢町で行っておりました主要施策進行管理シート。これは一般的に事務事

業の棚卸、これを行いましてこれを各施策に分類して進行管理に役立てるという方法であっ

たというふうに伺っております。これは行政評価の一歩手前の段階。これをもとに施策評価

をして事業の見直し、これに資するものでありまして、このシステムを作り上げるために膨

大な作業が必要になっているということであります。これは塩沢町時代にどの程度の作業が

あったか確認しておりませんけれども、相当作業的には大変なことだと。 

行政評価につきましては、バブル崩壊による税収の減、あるいは交付税の削減によって多

くの自治体で検討されておりました。これらが合併によって機能していない団体といいます

か、合併したがゆえにまたもう一度１から見直しという部分があるわけでしょうから、そう

いうことでちょっと機能していないというそういう団体もあると。その原因は当然ですけれ

ども合併事務の対応が膨大な量にあがっておりましたので、これが一番であろうと思ってお

ります。 

これを予算に反映させていくためには、マネージメントサイクルとして今いっております

計画、それから意思決定、予算化、実施、評価、また状況確認、そしてまた計画というこの

繰り返を継続しながら市民満足度を高めるという、このシステムの構築が必要でありまして、

塩沢のやっていた部分では、確かサイクルの確認状況までの段階であったのではないかとい

うふうに推測しております。 

この作業をやっていく上に、今現在こういう作業をやりながら行政評価を実施していくと

いうこれは、今すぐにはとても困難なことであります。これは議員ご承知のとおりだと思い

ます。とにかくその基礎作りに相当な事務量があるということでありまして、私たちが今目

指している方向は、都市政策ネットワークで検討しております、ベンチマーク方式による団

体比較の行政評価を今、活用し始めたところであります。これ以外の総合計画事業について

は総合計画進行管理表を作成いたしまして、これを基に各担当課から状況確認と実施の必要

性を予算要求時に求めて、財政状況に応じて事業の優先度を決めている。今、この部分すら



 - 6 - 

まだ確定していないわけであります。この作業が平成２０年度予算に間に合うようにやっと

できるということであります。 

総合計画は一応今年度からスタートいたしましたが、地域審議会あるいは総合計画審議会

の際にも申し上げましたように、まだその総括が全くできていないということであります。

１８、１９年度をやってようやく２０年度にその評価をきちんとやっていかなければならな

いという段階でありますので、まずその作業を優先させていくということであります。 

いずれはおっしゃるような方向をきちんと構築していく必要性が生じるのかもわかりませ

んが、とりあえず今それにかかっても全く効果を出せる状況ではありませんので、そういう

ふうに悠長に待っていられる状況ではありませんので。この部分については後ほど検討しな

がら、きちんとやれるべきものはやっていこうという思いであります。 

先ほど触れましたように１９年度予算編成におきましては、１８年度未達成部分、それか

ら交付税で６,８００万円、このくらいの額が健全化計画の財政試算にちょっと狂いが出てい

るということであります。この額をカバーするために一部の予算について枠を設けて配当し

たということであります。もうこれ以上はだめだというこの部分。こういうことによりまし

て今、内部経費で約８,０００万円の減額をしていかなければならない。内部経費は市民サー

ビスに直接影響が生じないので、ここの方にまず切り込みをもっともっと厳しくやっていか

なければならないということであります。 

しかしながらこういう現状の中で、健全化計画目標を達成するためには、一般財源ベース

で毎年約１億２,０００万円の削減をしていかなければならないわけです。この財源は行政サ

ービスの低下にも伴う部分が、当然やはり出てくるわけであります。低下といいますか適正

化といいますか。低下といいますとすべて切捨てということでありますけれども、過大なサ

ービスがあったという部分も、それぞれ旧町には見受けられるわけであります。しかし一度

サービスは開始いたしますと、なかなかそれを切り詰めていくというのは厳しいことであり

ますが、これはやはり市民の皆さん方にきちんと説明をしながら、ご理解をいただきながら、

議会の皆さん方からは当然でありますけれども、そういう形で進めていかなければならない。

市民サービスの低下ではなくて適正化をきちんとやっていかなければならない。 

まだ、どのサービスがこの対象になるかということは今、予算編成の大詰めといいますか

これから査定作業に入るわけでありますので、具体的には申し上げられませんけれども、３

月議会には当然ですけれども議会の皆さん方に説明、提案申し上げるところであります。 

 夕張市、いつも引き合いに出されますけれども大変な状況でありまして、今日も新聞に出

ておりましたが職員が１１６人くらい辞めるのだそうであります。８９人削減計画を立てた

ところにもう１１６人。ですから夕張市の市役所機能そのものが、今度は本当に機能するの

かどうかという部分まで陥っているわけでありまして、こういう形には絶対なってはならな

い、させないし、しないということであります。それは私の意気込みだけだといわれればそ

れだけですけれども。必ずそういうことにならないように、そして極力短期間のうちに市民

の皆さん方も議会の皆さん方からも、ある程度は安心をしていただけるような財政状況に近
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づける、これが一番の与えられた使命であると思っております。 

再度申し上げますが、私はかっとするとすぐ顔に出るのですけれども、落ち込んだときの

顔というのはほとんど出ません。ですので顔で判断をしていただかないで、施策の中で判断

をしていただきたいという思いであります。 

２ スノートピア（流雪溝整備）道路事業の対象地域拡大について 

 スノートピアの関係でございますけれども、ご承知のように旧六日町は昭和４０年代から

機械除雪や消雪パイプということで冬季間の道路確保を行ってきたわけでありますが、昭和

５９年から地盤沈下が大きな問題になりました。そこで駅周辺は地下水の汲み上げの削減に

努めながら、市街地の除排雪にある程度の効果のある流雪溝を、市街地中心に１９２ヘクタ

ールという予定であります。これを平成１１年度中に整備をして雪に強いまちづくり、これ

がスノートピア事業・流雪溝整備事業ということであります。 

現在の流雪溝整備状況は計画延長３万２,６６５メートルのうち１万９,１１０メートルの

工事が完了いたしまして、供用開始路線は３２路線１万５,４９０メートルに及んでおります。

通水率が現在４７.４パーセント、通水区域は駅の東側が主であります。時間制限があります

けれども一応今のところ毎日通水している。計画では１週間に一度流そうというような計画

もあったようであります。 

平成２０年、再来年ですかに送水管布設のスノートピア事業――送水管布設がスノートピ

ア事業であります――が完了予定でありまして、今度はそれに合わせまして平成２０年度か

ら残りの流雪溝整備に取りかかる予定であります。補助対象事業を活用し、あるいは合併特

例債を活用して平成２６年度までに完成をさせたいということでありますが、財政状況によ

っては若干の延長も考えられるかと。 

現在、六日町区域以外の流雪溝整備計画というのは特に持っておりませんけれども、ひと

つの今後の検討課題だろうと。塩沢地域の市街地といいますか密集地帯、あるいは大和、浦

佐地区の密集地帯等も場合によっては、こういうことをやっていかなければならないのかも

わかりませんが、現在のところはまだ計画をしていないというところであります。 

概略、そんな状況でありますのでお知らせをいたしまして答弁とさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

○宮田俊之君  再質問をさせていただきます。 

１ 財政健全化計画目標を達成するための行政評価の手法について 

市長の顔色で判断しろといわれてもちょっと私には自信がないのですけれども。先ほど示

しましたシートに関しては、最後に言いましたがぜひ職員の方がアイデアをどんどん出して

いけるように使っていただくような、何かしら方策も必要ではないかというふうに考えてお

ります。市長はご存知かもしれませんが、組織マネージメントの言葉でよく２６２の言葉を

使われると思います。皆さんご存知だと思うのですけれども、これは組織人員の能力を表す

言葉でして、最初の２割は黙っていてもトップの意思を理解し会社に利益を与えてくれる。

最後の２割は言葉は悪いですけれどもどうしようもない人だと。残りの６割についてこの
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方々がどういうモチベーションで仕事をするかによって、会社の利益は変わってくるんだと

いう言い方があります。 

先日、テレビの放送で恐縮ですけれども、年功序列方式を堅持している製造業の会社がこ

の方式を取り入れて大変成功していると取り上げられました。これは何がいいかといいます

と、この社員の皆さんが常に自分の会社のことを考えて全体の利益を考えて、特許を取得す

るためにいろいろなアイデアを出している。それによって会社全体が利益を得ているのだと

いう会社でした。 

市長は時折、あまり評価、評価でいくと職員のモチベーションが下がるのではないかと、

そういった心配もあるのではないかというふうにいわれております。けれども、私は地方公

務員になるために試験にパスした優秀な方々が、自分の職務の評価システムを導入されても

いきいきとやっていっていただけるのではないかと信じております。 

ぜひこれからの税収を伸ばす意味も含めて、地域産業の育成が大変大事なところでありま

すので、一斉にこういった評価システムを入れられなかったとしても、例えば産業振興部、

そういった部門だけでも弾力的に入れていくとか、そういった必要は私はあるのではないか

というふうに考えますので、その点についてもう一度ご答弁いただければというふうに思い

ます。 

２ スノートピア（流雪溝整備）道路事業の対象地域拡大について 

 流雪溝事業につきまして、現在の検討課題であるがまだ考えていないということだったと

思います。そうしましたら１点。こういったものというのはどうしても市街地中心になるか

と思うのですが、都市計画税の徴収に大変関連していると思いますので、長年、指定区域の

住民は目的税のような形で徴収されております都市計画税。納める側としてはいずれ自分た

ちの地域が生活しやすくなると信じて納めているわけですので、路線価からくる固定資産税

も割高な中、辛抱しているわけです。 

確かに各種主要道路の拡幅や外灯の整備などで、都市計画税を納めている恩恵はあるわけ

ですが、その用途が主要道路に限られることは納得できない部分かと思います。都市計画税

に関しては面で納税しているわけですので、多くの住民が納めて良かったと思われる事業と

して流雪溝の設置は大変よい事業だと私は考えます。今後の都市計画税のあり方や用途に関

することも含めて、もう一度この流雪溝事業の計画を拡大するつもりはないかについて質問

いたします。 

○市   長  宮田議員の質問にお答えいたします。 

１ 財政健全化計画目標を達成するための行政評価の手法について 

前段の部分は活用、利用できる部分については、特別全体でなくても今議員おっしゃった

ように例えば限定的であっても、活用ができればそれをやっていきたいと思っております。

方法としては非常にいい方法だというふうに理解しております。 

２ スノートピア（流雪溝整備）道路事業の対象地域拡大について 

 スノートピア関係といいますか流雪溝関係ですが、都市計画税は流雪溝そのものは都市計
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画税とは関係ないですね。別に都市計画区域でなくてもいいと思うのです。ただ、都市計画

税そのものの定義についてはいろいろ前からご議論ありました。私はいつも申し上げている

のですけれども、今はほとんど整備されたわけですが、いち早く農村部や周辺部より、やは

り私は一番大きいのは下水道だと思っているのです。それから公園、これらもあったわけで

す。街路事業は恐らく当然ですけれども。そういう部分で結局ある程度恩恵を受けていると

いうことはご理解いただけると思います。 

ところが今は農村部も農村集落排水、そうでないところも合併浄化槽とか特環下水とか、

全部できるようになりました。都市計画区域でなくてできないものというのは、今はいわゆ

る街路事業とか、それから公園。公園も特別の公園でなければ、ただ広くて芝生を張ってお

けというだけの公園であればどこへでも作れますし、そういう意味では都市計画税そのもの

に存在意義が、ではどの程度あるかという部分は若干懸念されるところがあると思うのです。

これをでは見直すか。そこまでまだ踏み込んでおりませんけれども、いずれはある程度整備

状況が整った時点では、ちょっと考慮しなければならない部分もあるのかなとは思っており

ます。 

そこで流雪溝でありますけれども、今現在そういう計画というのは全くもっておりません

が、やはり財政状況を見ながら、その方が例えば他の除雪排雪方法より明らかに将来的に有

利だし費用負担も少ないということが見出せれば、徐々に広げていくという部分も考えられ

ると思います。 

ただ問題は流す水をまたどこから確保するか。今はご承知でしょうけれども魚野川から水

利権をいただいてやっているわけであります。地域、地域でそれぞれ自然流水みたいなもの

があれば別ですけれどもなかなかそういうこともありませんし、その辺は総合的に考えなが

ら。ただやる、やらないということはとても申し上げられる時点ではありませんが、検討は

進めます。そんなことでひとつご理解いただきたいと思います。 

○宮田俊之君  １ 財政健全化計画目標を達成するための行政評価の手法について 

しつこいようで大変申しわけないのですけれども、私は早急なこの評価システムは導入が

必要だと思いますので、もう１点別の視点から市長にお伺いいたします。 

市長は１８年度予算に対して、助成金などの一律カットまたは廃止の方向ということで、

市民に対しても一定の覚悟をしてもらうように、目の覚めるような予算を組まれたのではな

いかというふうに私は感じております。 

これについては例外なく見直そうという姿勢を示すことで、私はそれはそこでよいと思う

のですが、それでは１９年度予算に関して、今度は事業に関して１つ１つ精査を行い必要性

に対して厳しく見つめ直さなくてはいけないのではないかというふうに思います。 

そんな中どうやって公平に客観的に判断をするのかという具体的な部分について、もう一

度教えていただきたいと思います。市長自らが各課長と情報を精査しながら判断するといわ

れるかもしれませんが、市長は新年度から部長課長に権限を委譲すると表明されております。

それぞれの長になられた方は、やはり自分の所管している事業に対して継続して頑張りたく
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なるでしょうし、他の部の動きとは関係なく決裁することも考えられるかと思います。 

そんな中でどうやって判断するのか。多少の事務作業が増えても事業実施の過程を記録し

公開することは、行政執行の中で意義あることと考えます。この客観的な判断を行うための

材料についてもう一度教えていただきたいと思います 

２ スノートピア（流雪溝整備）道路事業の対象地域拡大について 

 流雪溝事業につきましてはよくわかりました。本当はあまりあれですけれど、とりあえず

そういったことで今後検討されるということですので、その検討に期待したいと思います。 

１ 財政健全化計画目標を達成するための行政評価の手法について 

 いま１点、先ほどの評価システムについて具体的な材料、どういった方法を求めるのかに

ついて質問いたします。 

○市   長  １ 財政健全化計画目標を達成するための行政評価の手法について 

事業見直しといいますか、これにつきましてはこれから１９年度分についてはやるわけで

ありますけれども。例えば具体的な部分が全部あげられるわけではありませんが、例えば今、

大崎水尾線という林道は１０何年もずっとやっている。しかもまだ相当距離が残っている。

では実際それが必要かどうか。先般現場も視察してまいりました。ただ途中でやめてはこれ

は事業効果というのは全くなくなりますので、最短距離でどこかへ結べるところはないのか

といえば、あるのです。ですからそういうことです。そういう部分で特にそういう事業につ

いての見直しは、今は三役あるいは財政課長も含めて大胆にやはり見直していかなければな

らないということです。 

今年具体的にあがってきている事業、どういうものがあがってきているか私はまだそこま

では見ていないわけですけれども、例えばもうこれは休止だとか。休止した場合は補助事業

というのは非常に難しい問題がありまして、今までの補助金をでは全部返せとか、そういう

問題も生じますのでまたそこもやはり本当にそれでいいのかどうなのか。それによって不利

益が生じるようであれば何とかしなければならないわけです。 

そういうことを１つ１つ検討しながら、この１９年度予算はそういう形でやっていこうと

思っております。１９年度あるいは２０年度、総合計画の中で主要施策といいますかハード

部分はほとんど３カ年のローリングでやっております。この中でまた１年ごとにもローリン

グをやるわけですので、その際に必要でないとか、あるいは当面実施が見込めないというよ

うな部分が出るのかもそういうものは大胆に切り捨てていく。そういう手法を使いながら当

面はしのいで行くということであります。 

いずれは議員おっしゃったような形をきちんと構築して、市民の皆さん方からもきちんと

わかっていただけるような方法というのはやはり取っていくべきものだろうと思っておりま

す。ただ早急に導入が今すぐはどうもでき得ない。そういうことでありますのでよろしくお

願いいたします。 

○議   長  質問順位１７番、議席番号１６番・南雲淳一郎君。 

○南雲淳一郎君  おはようございます。傍聴者の皆さん、朝からご苦労さまでございます。 
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溶融炉の今後の運営について 

 それでは一般質問を市長にさせていただきます。テーマはゴミ溶融炉等に関することであ

ります。このことにつきましては、ご案内のように今まで４名の方がそれぞれの観点から議

論をしております。出つくした感もいたします。大変ゴミもきれいになったかというふうに

思っております。しかしせっかくこの機会でありますので、市民生活のさらなる向上のため

に、というような見地で質問をさせていただきます。一部重複があるかもわかりませんけれ

どもお許しを願いたいというふうに考えております。 

南魚沼市の環境行政の中心的な施設である溶融炉が本格的に稼動してから３カ年近くにな

ります。この間の稼動状況は順調とはいいつつも、軽微のトラブルから構造上に関わる重大

なものまで種々問題が起きていると指摘されております。具体的には今議会での社会厚生委

員会の報告、そして今までのここでの質疑の中で詳しく指摘をされております。 

また去る９月議会、社会厚生委員会の報告では、川崎技研の施設は全国的には実績が少な

く、どこでどういう形で故障が出てくるかはっきりしたことは言われない、とも報告をされ

ております。私たち南政クラブでは、この状態に大きな関心を持ち、類似施設と比較検討す

ることとし、魚沼市エコプラント魚野および長崎県北松北部環境組合溶融炉をつつじクラブ

と共に先月中旬行政視察をしたところであります。ちなみに北松北部環境組合施設は南魚沼

市の溶融炉の３分の２の施設であるほかは、内容的にはほぼ同じであります。運転開始以来

順調に稼動しているとのことでありました。 

南魚沼市の溶融炉は４４億円もの巨額の建設費をかけた施設であります。ご案内のように

来年３月には瑕疵担保期限が切れるという中で、私は今後とも製造メーカーの協力や関係者

の英知を結集しながら、市民生活の向上のために現在の施設が長期にわたり十分な能力を発

揮できるよう、それぞれ努力をしなければならないと考え、行政視察を踏まえて以下の質問

をいたします。 

 １点目。施設の運営形態についてであります。溶融炉方式は既存のいわゆるゴミ焼却炉と

根本的に設計思想が違い、きわめて高度な技術を駆使して建設されている施設であります。

したがって全国のほとんどの施設で、製造会社が委託を受け管理運営をしています。もちろ

ん北松北部環境組合施設でも委託でありました。 

しかし、南魚沼市においては、経費、職員配置等のことから直営で運営をしてきました。

その結果、今までも議論で指摘されたように現場では大変な不都合が見受けられるところで

あります。 

私はこれらのことを根本的に解決するためには、施設の運営形態を全面委託にすべきと考

えます。市長は技術指導の分野を中心に部分委託の方向で検討中と聞いております。今議会

でもたびたび発言をされておりますが、運営の基本でありますので再度、経費の比較検討等

も含めてお考えのお示しをお願いいたします。 

 ２番目に、ゴミの分別、処理区分の変更についてであります。北松北部環境組合施設にお

いては、生ゴミ、汚泥、金属類は完全に分別されており、可燃処理はされず、併設されてい



 - 12 -

る汚泥再生処理施設でペレット状に肥料化をされていました。したがってゴミピット内は乾

燥状態でありました。南魚沼市の施設ではこれらを受け入れ、可燃処理されています。ゴミ

ピット内は滞水が見られる状態で悪臭の原因になっており、大きな違いであります。 

本来その施設で何をどのくらい処理するかは施設設計の基本中の基本であります。それに

よって温度、カロリー、発生ガス等すべて違ってきます。市の溶融炉において可燃ゴミ、粗

大ゴミ、し尿汚泥、下水汚泥等であることは承知していますが、今あらためて３カ年の実績

経験の中で施設の損傷度等から見て、ゴミの分別、そして処理ゴミ区分の変更は必要ではな

いでしょうか。 

特に廃プラスチック系のゴミについてであります。これらにつきましては平成１５年まで

は資源ゴミとして区分され回収されてきましたが、１６年度からは炉の温度を上げるために

可燃ゴミとして処理され現在にいたっています。しかし、炉に大変悪影響を及ぼすと指摘を

されております。私は早急に見直すべきと考えますがいかがでありましょうか。 

 ３番目に、ゴミの減量と資源化についてであります。北松北部環境組合においてはこのこ

とについては専用のコーナーを設け、熱心に市民に啓蒙をしておりました。ゴミの減量の合

言葉は３つのアールでありました。すなわち、リデュース、ゴミを減らす。リユーズ、物を

繰り返して使う。そしてリサイクル、資源化して再生するであり、大変わかりやすく私は感

じました。 

南魚沼市においてはゴミの減量と資源化を進めるため、ゴミ減量化推進事業に取り組んで

おり、新聞紙、ダンボール等の回収率は進んでいることは承知をしております。可燃ゴミの

約３０パーセントを占めるといわれる生ゴミについてであります。これらについては８０パ

ーセントが水分であることから、どこの自治体でも処理に苦慮をしております。これの対応

策としてディスポーザーがあるわけですが、南魚沼市においては導入のため今年度からモデ

ル集落でデータ収集をしているところです。これにより大幅なゴミの減量は可能でありまし

ょうが、下水道処理施設への影響が大きいものと思いますので、慎重に取り組むべきと考え

ております。 

私は生ゴミの処理については、市が行っている現在の可燃ゴミとしての処理だけでなく、

オーソドックスになりましたコンポスト、そしてまた電気式生ゴミ処理機などを利用した自

己処理方式と、昨年春に稼動した有機センターを利用した方策を併用して推進すべきと考え

ます。 

また、昨日も質問がありましたが、廃材、植物の枝等の植物系のゴミについてであります。

現在は可燃ゴミ処理として処理されておりますけれども、チップ化または技術革新の目覚し

いバイオマス技術の導入等も視野に入れるべきと考えます。このように私は生ゴミについて

は可燃ゴミとして処理するだけでなく、リサイクル化を進めることにより、現在の溶融炉の

負担軽減に大きく寄与することと考えます。そして環境にもやさしいことは当然のことであ

ります。 

 ４番目として、溶融炉運営全体の検証についてであります。冒頭述べましたが、来年３月
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には溶融炉の瑕疵担保期限となり、市の全責任となります。また、平成９年、広域連合管理

者がゴミ処理施設建設についての検討をすることを表明してから１０年となります。これを

機会に溶融炉施設全体についての検証をし、開示が必要であると私は考えます。 

これらの検証を通じて１点目として、現在の施設が間違いなく設計どおりの性能であるか

どうか。万一瑕疵があるときには川崎技研と瑕疵担保期限の延長を視野に交渉を行わなけれ

ばならない。 

２点目として、現在の技術水準からして直営で運営していかれるかどうかであります。 

３点目として、職員体制のあり方であります。今後の環境行政の分野は高度な知識と専門

性が必要でありますが、委託方式になるであろう溶融炉の運営管理も同じであります。相互

の信頼で成り立つ委託方式も最後は市のチェックが必要であることから、これに対応できる

体制が必要であると考えます。 

溶融炉の議論になりますと３年にもなるのに、残念ながら施設の信頼度の議論が中心であ

ります。このようなことはこれ以上長引けば、私は責任議論になると思っております。これ

らを早くクリアし、溶融炉を中心とした循環型社会のあり方や、溶融炉のコスト低減、そし

て炉の延命の議論にならなければならないと考えております。ぜひ市長がリーダーシップを

発揮されることを期待して質問を終わります。 

○市   長  南雲議員の質問にお答えいたします。 

溶融炉の今後の運営について 

溶融炉の問題でありまして、具体的には数点に分けてありますのでその質問の主旨に沿っ

てご答弁申し上げます。施設の運営形態につきましてはご承知だと思いますがあらためて申

し上げますけれども、現在施設の運営は２４時間フル稼働を行っております。施設運転に携

わる職員が日勤者３名、交替者８名、事務２名。臨時職員が交替者８名、受付２名、プラッ

トホーム２名の合計２５名の配置であります。溶融炉の運転につきましてはクレーンが１名、

監視・調整が２名、場内設備点検１名の４名で対応しておりまして、日勤者３名が運転機械

の管理、用役費の管理、飛灰・スラグの搬出、川崎技研との技術協議、これらを行っている

ところであります。 

ここと同様な施設で川崎技研が運転委託を受けている２施設は、確か議員おっしゃった長

崎県の部分もあると思うのですけれども、これは溶融炉の運転に２１名、あるいは２３名を

配置いたしまして、常時運転に交替者４名、整備担当者が５名から７名いるというところで

す。大きな違いだと思っております。 

私どものセンターとの相違は、整備担当者の配置数ここにあります。これはご承知だと思

いますし今までも議論してきたわけですが、溶融炉は高度な高熱処理プラントということで

ありまして、機械あるいは電気の調整、整備項目は非常に多くあります。故障箇所の低減と

故障程度の軽減が安全運転に繋がっていくということであります。 

現状における溶融炉の運転に係る人件費を比較をいたしますと、今、当センターでは先ほ

どの人員で１億１,３００万円強であります。これは職員１１名と臨時職員８名の１９名。全
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面委託の場合は、１９名といたしますと１億３,３７８万円。約１億３,３８０万円、１９名

こういう計算が出てまいります。センター職員は今現在、正職員が１１名いるわけでありま

して、例えば全面委託といった場合、この人員を他の部署でそっくり受け入れることは、今

の人事構成上困難でありますので、いつも申し上げておりますようにまず整備部門の強化。

そして徐々に徐々に委託の度合いを増やしていくという方向でやっていきたいと。 

最終的に全面委託をするか否かはその時点で考えますけれども、１００パーセント委託と

いう部分についてはちょっと私は疑義があるということであります。やはり委託先の部分を

きちんと管理できる職員は、どうしてもやはり入用ではないかなという気がしておりますが、

これは今の状況の中での話であります。 

 次にゴミ分別、処理区分の変更についてであります。ご指摘いただきましたように粗大ゴ

ミや廃プラの類が大量に搬入されますと、炉やその他の設備に影響を与えることが多くなっ

ているということであります。そのために再利用の推進からも廃材や枝材につきましては、

牛木議員にもお答えいたしましたように来年度から民間委託によってチップ化をしまして、

発電燃料あるいは防草、草を防ぐようなマルチング材に再利用することを検討しております。 

トレイ・発泡スチロールこの廃プラにつきましても、施設の整備を含めて分別を実施する

方向で検討をしなければならないということで、検討を始めます。ただ、すぐぱっとできる

かということでありますが、本来は市民の皆さん方から分別をして出していただくというの

が一番いいわけですが、なかなか過去の経緯もありましてすぐにはそういう形にはなりませ

んが、その方向へやはり進めていかなければなりません。当面は分別実施をセンターの方で

できる限りやっていこうと。 

塩ビ管につきましては安いということもありますが、これはでも買取業者が確保できまし

たので、施設においてこれを分別して業者の方にお渡しをする。若干のお金になるというこ

とであります。塩ビ管は極力、施設の中には投入しないという方向を今、目指しております。 

 ゴミの減量と資源化につきましては、これは大切なことでありまして、処理施設の延命と

いうことだけではなくて環境問題にも直結するわけであります。市の取り組みにつきまして

は、これもおっしゃっていただきました新聞紙等の資源物の分別回収、マイバッグの推進。

電気式生ゴミ処理機の購入補助はまだ実施をしておりますので、ご利用いただきたいと思っ

ております。 

ディスポーザーのお話を出していただきました。今現在、城内の上出浦区で実施をしてお

りまして、ここが今１５世帯あるわけでありますけれども、ディスポーザーを設置したのが

１２世帯であります。まだ浄化槽未接続が２と１軒不在の家がありまして、ですので浄化槽

を設置した世帯全部にこれを設置いたしまして、協力団体も日本環境整備教育センター、あ

るいは新潟県環境分析センターこれらの皆さん方から、あるいは設備の業者も当然必要であ

ります。そういう皆さん方からご協力いただいて、今年の８月から始めたところであります。

１年間、１９年の８月まで見ようということです。 

調査の内容は、浄化槽の検査は毎月１回ずつやります。冬季間はモニター設置によって２
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カ所検査を実施ということです。冬、雪の下になりますので２カ所だけやる。処理水検査は

３カ月に１回。そして浄化槽の清掃は状況に応じて実施していくということでありますし、

生ゴミ量の調査も設置世帯の生ゴミ投入量を毎月７日間調査をさせていただきます。可燃ゴ

ミ量の調査は毎月１週間分調査します。これはゴミステーションの調査であります。 

そしてアンケート調査は設置前設置後、中間も含めてそして終了後。最終報告書の作成は、

中間報告を経て最終結果を来年の８月以降に出すわけであります。これが浄化槽といいます

か下水処理場にあまり高負荷も与えないで非常に良好だということになりますれば、これを

今度はできれば全家庭に普及させていきたい。そうしますと生ゴミの量が飛躍的に減量され

るわけであります。 

堆肥化の件につきましては、全く純粋な生ゴミだけであればこれは当然検討されるわけで

あります。牛木議員のときにもお答えいたしましたが、生ゴミに、例えば廃プラが少量であ

っても、あるいは洗剤、ご存知ですねライポンエフとかです、具体名を言ってしまいました

が。こういうことの混入が、特に洗剤部分は相当予想されまして、これを有機肥料とするに

はちょっと疑義があるということであります。ですので現在の大和地域にあります有機セン

ターでの利用はちょっと難しいのではないかと思っております。 

 バイオマス技術は検討を進めます。実は近畿大学の方から田中教授という方がこのことに

非常に詳しい方でありまして、でき得れば１９年度に、ＮＥＤＯが１００パーセント補助を

していただけるわけでありますが、この資金を使いまして南魚沼市内でバイオマス構想がき

ちんと立ち上げていけるかどうか、実際それが実現できるかどうかの調査を今したいという

段階であります。 

市の方は特別の負担はございません。ただその調査の前段に田中教授が若干いらっしゃる

旅費、あるいは調査の前段のまたひとつの調査的な部分、これらに３０万円から５０万円か

ければいいだろうということでありますので、ちょっとここに踏み切ってみようかと今思っ

ておりますが、まだ実際できるかどうかちょっとわかりませんけれども。北海道でもこうい

うことを立ち上げておりますし、それから具体名は申し上げませんけれども、国会議員のあ

る先生もこのことに非常に熱心でありまして、それらと連携を取りながらきちんとやってい

ければ南魚沼市内でバイオマスの生産ができるといいますか、そういう形がきちんとできて

いけるのかなと思っております。これは調査の結果でありますので一応そういうことには今

取り組もうと思っております。 

それから枝材、廃材、それから廃プラ、この利用はできるだけ早めに実施することという

ふうに検討しております。 

 溶融炉の検証でありますが、現在の施設が設計どおりの性能であるかどうかということで

あります。一応発注仕様書に基づいてやっておりますので、適合性は契約後の実施設計図書

に基づいて作成されたものだということで、設計どおりということは間違いありません。 

ただやはりひとついえることは、私どもの感覚――結局前から申し上げておりますように、

溶融炉という先入観念が非常にありまして、鍋、釜、自転車なんでもいいというそういう頭
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と、ゴミのサンプルを取って湯沢も含めた南魚沼郡内のゴミの主成分、主要はこういうもの

だというのを計算して、それに基づいて設計された施設でありますので、ちょっとそこにギ

ャップがあったということです。 

ですから例えば熱量を上げるために廃プラを全部持ってきて入れてくださいとか、発泡ス

チロールを大量に入れて、簡単に言えば補助燃料的に使うから入れてくれとか、そういうこ

とはやはり間違いであったと、実際。そういう部分をきちんと精査をしながら適量のゴミを

投入していくということだと思います。 

ピットの中は確かに、ちょうど不運が重なりまして産廃業者がちょっと不祥事を起こして、

その処理が停止になり、それを受け入れたということもありまして、まだ５メートルくらい

ピットの中にあるわけです。それが下は全部昔のものなのです。ですから非常に下からは滞

水もありますし悪臭もあがってきているということです。これを１日も早く一度全部きれい

にしたいと思っていますけれども、なかなかそこができませんし、防臭といいますか臭いの

方も今また微生物を使った部分で何とかならないかということの検証を始めるところであり

ます。今こちらのピットの図面とかを送って、どういうことにやればどの程度のいわゆるバ

クテリアを投入すれば臭いが消えるようになるのかということの検証に入ったところであり

ますが、実際これを使えるかどうかまだわかりませんけれども、いろいろの方法を使いなが

らやっているところであります。 

そこで、故障があるからという理由で瑕疵担保の延長はちょっとできない。基本的な間違

い、これは当然ですけれども瑕疵担保の区間に入っておりますので、例えばそれがあるとい

うことであれば当然ですけれども。今それで先般申し上げました３点の恒久対策をきちんと

講じてもらわなければ、瑕疵担保期間を満了ということにはできえませんということを言っ

ているわけですけれども、これは川崎技研の方も認めておりますのでそれはちゃんとやって

いただけると思います。そんな状況であります。 

 現在の技術水準からして直営で運営できるか。これは今現存している職員は、旧炉のスト

ーカー炉の知識であります。ですのでそれをもとにして川崎技研から技術指導を受けて現在

にいたっているわけでありますけれども、全くやはりご承知のようにすべて１８０度違うと

いいますか、全く技術的にも本当に複雑でありますし高度化されておりますので、とにかく

職員だけできちんとした運転管理を行うことは難しい状況であります。 

このことが本来入札時にきちんとしていれば、こういう問題はなかったのです。もうこれ

は職員の皆さんではできませんと。運転管理、委託まで考えてもらうということをきちんと

やっておかなければならなかったわけです。ここがちょっと抜けていたということでありま

して、今にいたっているという、これはやはりひとつの大きな誤りであったろうというふう

に思っております。 

職員体制のあり方では、現在の直接運転員１９名、そのうち８名が先ほど申しあげました

ように臨時であります。人件費は臨時職員ということでやはりある程度低く抑えられており

ますので、臨時職員の定着率も低いのです、１年で辞めたりですね。そこでやはり運転技術



 - 17 -

の保持が非常に困難である。そういうことの中からまた最初に戻りますけれども、まず１９

年度に、できれば２名でやりたいわけですが、２名から３名の川崎技研からの技術職員をこ

ちらへ派遣していただいてその部分を委託化して、そしてではどういうところまで委託が可

能か、委託しなければやっていけないのか。これを見極めながら徐々に委託部分を増やして

いこうということでありますので、ご理解をいただきたいと思います。以上であります。 

○南雲淳一郎君  １点再質問をさせていただきます。 

溶融炉の今後の運営について 

ディスポーザーについてであります。具体的に上出浦集落でモデル実験をやるというお話

をいただきました。ご案内のように上出浦地区は合併浄化槽であります。私どものところは

城内西部地区の農集で３,０００人規模の処理施設を持っております。それに果たしてイコー

ルで当てはめるデータが出るのかどうか。私はその部分がどうしてもやはり理解できません。

ご説明をお願いいたします。 

 もうひとつであります。私は今回の質問で多少なりとも勉強させてもらいました。先輩議

員やそれから関係職員の皆さんに失礼を承知で言わせていただけるならば、今ほども市長は

おっしゃいました、関係者が計画の段階から、焼却施設と溶融施設が本来的に違うのだとい

う認識は、私は十分ではなかったと思うのです。 

 そしてもう１点。これも今、市長がおっしゃいました。計画の時点から溶融炉は何でも処

理できるのだという誤った認識を皆さんがお持ちであった。それが残念ながら一般市民にや

はり流布をした。このことが大きな間違いであったというふうに思っております。 

 そしてもうひとつ。広域連合で建設を担当していたことから、担当議員や職員以外に対し

てやはり情報不足だった。これによって責任感が不足したのではないかというふうに私自身

の反省からも感じているところであります。 

 繰り返しになりますけれども、今後はやはり委託方式により維持管理技術のレベルの向上

を早急にはかること。それからもうひとつ、ゴミの減量と資源化の推進によって持ち込むゴ

ミの量を減らす努力をすること。市民の皆さんが溶融炉の認識を正しく持つこと。このこと

がやはり最低限実施され認識され得ずして、炉の延命やコストの低下等の議論は私はありえ

ないと思っております。１点の質問、１点の市長の見解を伺いまして質問を終わります。 

○市   長  再質問にお答えいたします。 

溶融炉の今後の運営について 

ディスポーザーの件でありますが、実験をするにしても、例えば西部地区を実験しようと。

その場合はあそこに加入していらっしゃる皆さん方全員のところにディスポーザーを付けな

ければならないわけです。南雲さんの家だけ付けて測定できるということではないわけです。

そこで合併浄化槽という部分を選んだわけであります。 

では、この合併浄化槽でやったものが農集や公共下水道に直結するかというと、します。

処理する原理は同じでありますので。ですからそこで・・・（「規模が違う」の声あり）１

軒が出す規模なんて同じですから、おわかりでしょう。例えば１世帯でひとつの浄化槽をや
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っているわけです。これは例えば１０人槽とか１２人槽とか７人槽とか。ここで生ゴミを処

理して浄化槽に出す。そこで出したときにいわゆるＳＳ浮遊物とか、ＢＯＤ生物酸素要求量

とかそういうものは全部出るわけです。とてもこれだけ出られると合併浄化槽としての処理

能力以上に出てしまうということであれば、これはもう全員の皆さんがその下水道に流し込

めば下水道の処理機能が機能しないということになるわけです。いや大丈夫だということに

なれば、下水道に流しても大丈夫ということです。流している量は、それは１軒１軒の量は

違いますけれどもやっていることは同じなのです。処理も大きな処理場でやっていることと、

合併処理槽的な浄化槽でやっていることと原理は同じですので、きちんと通用するというこ

とであります。 

 溶融炉の件でありますけれども、おっしゃるとおりであります。いちいちあれだこれだ言

いませんけれどもそのとおりでありますので、今後ともまた豊富な知識を活用してご指導い

ただきたいと思っております。 

○議   長  質問順位１８番、議席番号７番・中沢一博君。 

○中沢一博君  中沢一博です。よろしくお願いいたします。また師走のお忙しい中、傍聴

者の皆様、大変ありがとうございます。 

前進する子育て支援策に全力を 

 子供が幸せな社会は皆が幸せな社会であります。私たちの社会の優しさが今問われており

ます。それは日本の現在と近未来に向けたイエローカードともいわれます。世界の多くの文

明成熟国家にとって、少子化は大きな問題となっております。今日、特に成熟した文化をも

つ先進国においては、軒並みに少子化が進行しております。例えば欧州全体の合計特殊出生

率は１.４０。中でも東欧地域を中心に低迷していることはよく知られております。一方でフ

ランスを始め、手厚い支持策などを方向し出生率が回復している国があることも事実であり

ます。 

私たちが住む日本はどうでしょうか。もはや少子化が進行し、出生率が危険的な水準まで

低下しました。人口減少社会が持続可能でないことは明白であります。すべてに影響を与え

始めました。今、直面している現状をしっかりと認識することからスタートしなければなり

ません。 

２００５年の出生率はご承知のとおり１.２５。昨今のマスコミ報道を見ると１.２６とい

う報道もありますけれども、今年前半では少し回復したとはいえ、これからの３０年間、１

５歳から６４歳までの生産年齢人口が減少をしていくということは事実でございます。 

その結果、生活や職場の将来に対する不安を感じ、自身の能力に限界を感じるなど将来へ

の自信を失い悩む人が増えております。不安はとみに結婚とか子育てから人々を遠ざけてい

るともいわれます。すべての人の不安を除去することは困難かもしれませんけれども、しか

し国として、自治体として責任を持たなければなりません。勇気をもって改革しなければな

りません。 

そこで日本がかつて経験したことのない少子高齢化、人口減少社会を乗り切るために、子
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供優先社会を大きな目標に掲げ、子育て支援策を全力で推進してきました。まさに当市、井

口市長も重点的に取り組んでおられ高く評価いたすところであります。今、さらに少子対策

や子育て支援策について基本となる理念の確立と、有効的政策が必要になってくると思いま

す。そういう視点から今回は子育て支援策中心に市長のお考えをお尋ねいたします。 

 明年、文部科学省と厚生労働省が連携し、放課後の児童居場所づくりを進める放課後子供

プランを創設しました。文部科学省は約１３８億円、厚生労働省は約１９０億円をそれぞれ

計上いたしました。文科省は来年度から５０億円と報道されておりますけれども、当初はほ

ぼすべての公立小学校にあたる２万３,０００箇所で放課後や週末に児童を預かる放課後子

供教室を設けるという計画でございましたが、昨日では１万箇所というふうに報道されてお

りました。 

防犯面に加え少子化対策として親が安心して働ける環境の整備を図ります。具体的には空

き教室などを利用し、教員ＯＢや地域のボランティアが勉強やスポーツを教えます。また、

同教室終了後の夕方も共働き家庭などでおおむね１０歳未満の児童は、従来の学童保育を受

けられるようにいたしているわけであります。 

厚生労働省は来年度、学童保育を５,００９箇所増やしたいと。そして放課後子供教室と同

じ２万３,０００箇所を全小学校内に今後拡大したい、そういう方向を示しております。当面

現状では児童館や公民館などで実施する場合でも、将来的には小学校区で行う方向と聞いて

おります。 

そこで当市は今後、２学校から５学校へと明年は増設との話がありましたけれども、小学

校での放課後や週末などの学校、行政、地域が一体となって体育館、空き教室などを生かす

居場所づくりについてどのように進めようとしているのか。今後の問題点もたくさんありま

すのでお聞かせいただきたいと思います。 

また、現在、ほのぼの広場、にこにこ広場、そして子育て教室のめばえ、そだち、あゆみ

学級など頑張っていただいております。が、今後、市の中心街に子育て支援拠点施設を開設

する考え等はあるのか。また、必要と考えますが、ご所見をお聞かせください。 

 ２番目に、子供の不要品をリサイクル活動できないかということであります。今１２月議

会でも多くの方々がゴミの減量に取り組むべきとの質疑が出されているように、資源の再利

用促進に向け、不要品情報システムを確立できないかということであります。市民が家庭で

簡単にリサイクル情報を入手できるようにするために、市のホームページなどを活用できな

いかと提案したいと思います。市長のご所見をお聞かせください。 

 次にインフルエンザに注意したい季節が到来しています。最近は医療技術の進歩で比較的

軽い状況で治ることが多いものの、こじらせると命取りになりかねないインフルエンザであ

ります。まずはマスクの着用、手洗い、うがい、十分な睡眠。まさに今猛威を振るっている

ノロウイルスにも共通いたします。十分な予防を心がけることが大切です。 

そして何よりもインフルエンザの一番の予防はワクチン接種が最も有効な方法であります。

そこで幼児のインフルエンザ予防接種に助成できないかということであります。財政の関係
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上、大変かと思いますが、あまりにも多くの声があがっております。市長のお考えをお聞か

せください。 

 最後に、不妊治療への助成拡充についてお聞きします。子供が欲しいと望んでいるにも関

わらず、子供に恵まれず不妊に悩んでいる方が多くいるとも聞いております。不妊治療は身

体的、精神的な負担も多いうえに費用が高額になることも多く、経済的理由から十分な治療

を受けることができず、子供を持つことをあきらめざるをえない方も少なくありません。 

医療保険が適用されない不妊治療が経済的には負担が多いため、公的助成制度が実現して、

当市においても今年度より実施されております。当初の予算よりも２度補正を組むぐらい皆

さんの切々たる思いが感じられます。当初の４名から１６名と、市民の子育て支援事業のま

た意気込みも感じております。市政の子育てに対する思いにまた感謝いたします。そこで今

後高額の医療費がかかる不妊治療費についてどのように感じられているのか、お聞かせいた

だきたいと思います。以上４点、壇上からの質問といたします。 

○議   長  暫時休憩といたします。休憩後の再開は１１時１０分といたします。 

（午前１０時５２分） 

○議   長  休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

（午前１１時１０分） 

○議   長  一般質問を続行いたします。 

○市   長  前進する子育て支援策に全力を 

中沢議員の質問にお答えをいたします。１点目の子供の居場所づくりの今後の考え方につ

いては、後ほど教育長から答弁をさせます。 

 ２点目の市の中心街に子育て支援施設拠点を、ということであります。ご存知のように今

年度から中心部で「ほのぼの広場」を開催させていただきまして、大和、塩沢地域では以前

から取り組んでいたということです。その結果、市の保健センター内で週３回の開催で４月

から１１月の８カ月間でありますけれども、１,８８２組の親子さん、延べで３,９４３人の

利用がございました。大変大勢の方から利用していただいて喜んでいるところであります。

今後とも定着したサービスとしてこれを継続、あるいは拡充していかなければならないと思

っております。 

現在の場所は駐車スペース、あるいは庁舎整備の中であの部分を庁舎の一角として使用し

ていきたいということもありまして、別の場所を具体的に今進めておりますけれども、市の

中心部でありますが、そこに「子育て支援の拠点施設」を開設したいと思っております。他

の福祉分野、障害者の皆さんの利用も一緒に機能させるように考慮しながら、一体的に使え

る施設ということで検討いたしております。 

塩沢の方では、週２回の開催で８カ月間で６４１組、述べ１,３８６人。大和では週１回の

開催で８カ月間で６５９組、述べ１,４４９人の皆さん方からご利用いただいております。先

ほど触れましたようにそれぞれ大変な好評を得ておりますので、「ほのぼの広場」という部

分を中心に在宅育児家庭の子育て支援を強化していきたいと思っております。 
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 ２番目の子供の不要品をリサイクル活用できないかということです。ネット交換、ネット

化するということについてはちょっとまだでき得ないような部分がありますけれども、今触

れましたほのぼの広場を利用して、伝言版の活用や不要品の持ち込み、展示ができるように

ちょっと検討していきたいと思っております。ネット化といいましてもなかなか、当然イン

ターネットの中ですから写真等も入るのかもわかりませんが、やはり現物を見てという部分

が非常に強いと思います。それから私たちもそうでしょうか、特に今の若いご夫婦は人の使

ったものは嫌だとか、そういう傾向も非常に強い部分がありまして、現物を見れば例えば人

が使ったということになっても、これならいいとかそういうことができるのではないかとい

う思いがありまして、こちらの方でまず取り組んでみたいというふうに思っております。 

 インフルエンザの考え方であります。これはご承知でありますが、かつては法できちんと

やっていたわけでありますけれども、１３年でしょうか、これは２類疾病としてハイリスク

者である６５歳以上の高齢者で希望する方を対象に、補助実施を始めたわけであります。幼

児に対しましては当然ですけれども予防接種法の対象外ということで任意接種であります。

料金は自由料金でありまして、１３歳未満が１～４週間間隔で２回接種しますと、２回合計

で５,０００円から６,０００円の負担であります。 

一番幼児にとってインフルエンザで恐れられるところは脳症の発症でありますけれども、

この予防に対する効果はまだ専門家の間でもごく定着していないといいますか、異論議論が

あるところであります。そんなことも考えながら、まだできるということではありませんし、

できないということでもありませんが、検討はしてみなければなりませんけれども今のとこ

ろちょっと明言ができない状態であります。なお県内では粟島浦村と阿賀町の２団体で助成

をしているようであります。検討事項ということでご理解をいただきたいと思います。 

 不妊治療の助成拡充であります。体外受精と顕微受精について、県といいますか国の１０

万円の助成に上乗せ、私どもの方では１回について８万円。１年に２回までで５年限度とい

うことで今年度始めたわけでありますけれども、今までに２２件の助成決定。そして今回の

補正でも３件上乗せしまして全体で２５件を予定しているところであります。 

なお国では、来年度から少子化対策の一環としてその額を１０万円から２０万円に倍増す

るということであります。なお所得制限も緩和すると。こういうことが実現されますと、市

の部分とあわせて２８万円が支給されるわけであります。体外受精では大体３０万円から高

くて５０万円、顕微受精はまたそれに加えて若干上乗せが数万円から１０万円単位という。

こういうことをみますと大体健康保険の給付額と同じ７割近い助成額になっておりますので、

これが非常に期待されるわけであります。 

今のところ２組が成果があったということで一応報告は受けております。追跡調査的なこ

とは特にやりませんけれども、母子手帳の交付とかということの中で確認ができるわけであ

ります。大いにこういうことを利用していただいて、子供の欲しいご夫婦の皆さん方の一助

になれば大変ありがたいと思っております。 

県内で今、単独で助成実施しておりますのは、長岡、上越、加茂、柏崎、魚沼、そして南



 - 22 -

魚沼。そして１０万円というのが２市、あとは大体皆８万円ということであります。引き続

きこのことを実行しながら、１人でも多くの新しい命が誕生していただくようにお願いした

いところであります。 

お子さんの部分につきましては今日の新聞にも大きく出ておりましたが、もう１.２６だっ

た。そして２０５５年には９,０００万人を割る人口になってしまうという、大変深刻な問題

が出ているわけであります。こういうことが払拭できるまでになるかどうかは別にいたしま

して、私たちの市でもとにかく１人でも多くの新しい命が誕生するように、様々な面で処置

を講じていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上であります。 

○教 育 長  前進する子育て支援策に全力を 

中沢議員のお尋ねの１点目でありますが、小学校での子供の放課後の居場所という問題に

つきまして答弁をさせていただきます。議員が既に詳細についてはご存知でありますので、

私の方からは答弁については簡潔にさせていただきたいと思います。この事業につきまして

は、１７年度に赤石小学校で水無子供自然教室というふうなことで取り組みを始めまして、

１８年度、今年度は中之島小学校も加わったという事業であります。これをベースにしまし

て１９年度以降広げていきたいということでありましたが、１９年度は前回申し上げました

ように３校の追加にとどまったという状況であります。 

今後の課題でございますけれども、私どもといたしましては、まずカリキュラムの充実、

そして指導員の確保。これができませんとなかなか実施日数を広げていくことができません。

実施日数の拡大ができれば、またおのずから取り組んでみたいという学校も増えてくるので

はないかなというふうに思っているところであります。 

今さら申し上げるまでもないことでありますけれども、核家族化が進みましてなかなか子

供さんが従来のように自然の中でいろいろなことを体験するという機会が減少しております。

放課後の子供プランにおきましても、できるだけ地域の自然に親しみながら、議員からもお

話がありましたが、一方では親が安心して働けるように、そしてもう一方では子供達に豊か

な体験をさせることによってたくましく生きていく力、あるいは友達と触れ合う力、社会性

を身につけて、そういったふうなことで進めていきたいなと、こんなふうに考えているもの

であります。 

なお、昨今いろいろいわれております、いわゆる家庭の教育力の部分を補うというふうな

こともありまして、私どもでは青少年育成センターが中心になりましてめばえ学級、そだち

学級というふうなこともやっております。これらにつきましても子育てに不安を持ちがちな

若い保護者の皆さんが孤立化しないように、気軽に相談ができるように、あるいはまた同じ

子育ての世代の人たちがお互いに交流しあって自信を深めたりしていただけるような、そう

いう機会として充実してまいりたいと、このように考えておるところであります。 

○中沢一博君  前進する子育て支援策に全力を 

ありがとうございました。世界の成熟国で少子化が進む中で、先ほど紹介しましたように

なぜフランスが出生率が伸びたのかという部分でございますけれども。１人の女性が一生で
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産む合計特殊出生率というふうに何辺も数字が出てきております。この数字は日本でも先ほ

どいったように１.２６でございます。その中でフランスは今Ｖ時型の回復軌道を示している

わけであります。減りつづけていたフランスの出生率は１９９４年には１.６５でありました。

これが最底でございました。そして２００３年には１.８９、そして５年には１.９４と回復

してきました。 

日本においては１.２６というふうに発表されております。新潟県では１.２９でございま

す。そしてわが南魚沼市は１.３３というふうに聞いております。当市の推移を見てみると、

平成２年では２.００でありました。平成７年では１.９３、平成１２年では１.７０、そして

５年経った今日が１.３３でございます。この５年間が急激に激減しているわけであります。

国と県との平均値よりは高いものの、心配しているのはこの５年間でなぜこのように激減し

たのか。激減率が高かったのかということを、国の分よりはるかに超える危機感を感じてい

るのであります。 

政府は頑張る地方応援プログラムについて、魅力ある地方には、また出生率の改善された

ところには、頑張った地域には交付税を上乗せするというふうに発表になりました。その金

額はなんと２,２００億円でございます。子供は１年や２年で結果が出るわけではございませ

ん。ですけれども、将来の生産年齢を見るときに、一家の幸せをまた感じるときに、私たち

行政および私を含めての議員というのは。大変大きな使命を感じざるをえないわけでありま

す。 

今、責任世代を預かる１人としまして、やはりこれから方向性を示さなくてはならないと

感じるのは私１人だけではないと思います。企業、団体でも家庭でもすべては後継者で決ま

ります。今どこの諸団体もこのことに命がけでやっております。市長の、この財政難の中で

皆様からの血税を、だからこそ重点的に子育て支援策へとメリハリをつけてやっている、ま

たそういうふうにしていると私は確信しております。 

なぜそこのところで、フランスの出生率が伸びたのかという点でありますけれども、行政

を抱え分かっている方に話すのも恐縮でございますけれども、あえて言わせていただきます。

それはいろいろありますけれども、その中の大きな部分のひとつには、子だくさんほど得を

する社会を構築しているわけであります。子だくさんほど得をするのです。そういうふうに

税制の面からいっても家庭を課税の単位とみなして、そして累積税率が高い場合は同じ所得

ならば、家族の人数が多いほど所得負担が軽減されている。それは一部かもしれないけれど

もそのようにして本当にやっている。私は今回この部分については触れません。触れません

けれども、こうした充実した児童関係手当とか、そして仕事に妨げにならないような育児体

制をしているわけであります。 

３歳未満の子供のいられる女性でなんと８割の方が就業しているというふうに聞きました。

この数字に私はびっくりいたしました。本当にこれから私たちの何とか応援できる部分はな

いのか、というふうに思わざるをえないわけであります。 

そこで先ほどの放課後子供教室の件でありますけれども、私が感じる部分においてはやは
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りまずなかなか問題点があると思います。今実際行っているのも週に２回とか３回でありま

す。これはやはり何とか連日のような体制にもっていく体制を作っていかなければいけない。

行政がリーダーシップをとって。現実なかなか難しいと思いますけれども、やはりできると

ころから委員会制とかそういうものを設けながら、推進体制を整備する必要があるのではな

いかというふうに私は感じております。行政の取り組みが遅かったために地域格差が出たよ

うなことにならないように、このことを心配しますので教育長にさらに大丈夫かと聞かせて

いただきたいと思います。 

 育児の居場所づくりにつきましては、先ほど市長からも答弁ありました。新しい場所に本

当にありがたいと思っております。この地域というのは、夏は地域に公園などあっていいの

ですけれども、冬になると、本当は外に出て遊べばいいのだけれどもなかなかできなくて、

そしてやはりこういう交流の輪が少ない。親子の気軽に集う、また親子同士集う場が欲しい、

そういう面からして市長の先ほどの答弁をいただきました。 

先般も私たち社会厚生委員会、市長を始め担当の課長と一緒に行ってきました。このこと

は重々承知しておりますので、この点には何とか、これ以上は触れませんけれどもよろしく

お願いしたいと思います。 

 そしてインフルエンザの予防接種の件でございますけれども、これはおわかりのとおり高

齢者の方には高齢者予防法が適用されているわけでございますので、そういうふうになって

引かれております。そのおかげで本当に多くの方が健康を保っていられると私は確信してお

ります。 

また同じ抵抗力の少ない子供達は、先ほど言ったように支援策はありません。行政もやり

たいのはやまやまだが、という状況は本当に重々わかります。わかりますが、先日政務調査

で九州の伊万里市へ行ってまいりました。そしてどうして実現できたか。――先ほど私は県

下ではどこもやっていないと思いましたけれども、２団体がやっているというふうに聞きま

した。ありがとうございます。 

その伊万里市もやっておりました。どうしてできたのかということについて伊万里の行政

の方はいっておりました。それはあるおじいちゃんが市役所に来て、俺たちばかり恩恵をみ

て、その人いわくですけれども、私は年をとっていると。いつ逝ってもおかしくない年代に

きたと。でも自分達の孫に俺の分をやってもらいたいのだと。そう言って行政に来たという

のです。そのことがきっかけとなって実はこの助成ができるようになったのです、というふ

うに言われました。 

このことを聞いたときに、本当に私もわかるような気がします。自分もこういう年齢にき

て、親というものは自分が食べなくても子供に食べさせたい、そう思うのが親でございます。

この年になってそのことがよくわかるようになってきました。本当に親のありがたさを日々

増して感じてくるような年齢になってきました。 

そこで私はあえて言わせていただきたいと思います。それは幼児の２回目の予防接種に１,

０００円の補助というような応援体制はできないものかということを、検討していただきた
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い。先ほど検討します、というお話がありました。そういうことで、どうかこの点に関しま

して、本当に誇れる南魚沼市だと多くの人は今思いつつあると思っております。この財政難

の中でこうして子育てを応援している、その部分に関しまして先ほど言ったように１人の人

が大体３,０００円から４,０００円かかります。その中で一家というと大変な負担でありま

すので、この点についても、もう１回お聞きかせいただきたいと思います。 

 リサイクルの件でございますけれども、どこの自治体もゴミ減量作戦には挑戦しておりま

す。燃やせばただのゴミですが、生かせば資源であります。私はまず子供の不要品の情報交

換システムというべきものを立ち上げられないかということを、先ほど出してあります。先

ほど市長は、それを皆さんのいる場所にしたい、それも本当にいいことだと思います。であ

りますけれども、私はもう一歩突っ込んで、本当はリサイクル品目を多くして環境課ではな

いけれども、もっともっとしたいのだけれどもなかなかできないと、担当課長からも言われ

ました。いろいろ問題点はあるかもしれないけれども、まずは子供の不要品から始めてはど

うかと強く提言したいと思っております。 

例えば利用者はまず登録。インターネットそういうのがいろいろありますので、登録制を

必要として、登録してから２４時間いつでも不要品を登録したり検索もできたりする。なか

なかそこの場所に行くというのが難しいというのが現実でございます。そういうことを自分

のインターネットから、また電話やファックスなどからアクセスを可能にする、そういう部

分はできないか。ある意味ではお家でできるフリーマーケットであります。そういうことを

私は考えていただきたいということであります。どうかということであります。 

子供は好奇心も高いかわりにすぐに飽きてしまいます。特におもちゃ関係などは私の経験

からいっても１週間、長くて１０日でございます。それが過ぎると本当にゴミになってしま

います。この眠れるゴミを資源化していかれないか。親が必死になってお金を貯めて子供の

ためにしたものが、あっという間にどこにいったのだろう、俺の気持ちも知らないで。まさ

に親の心子知らずであります。そういうことは自転車だって同じことであります。品目をた

くさんにすると面倒ですから絞った上で、そういうインターネットという公示をしてみたら

どうかというふうに私は思っております。 

暴言かもしれませんけれども、私はあれだけ多くの人がパソコンと向かい合っている――

言い方が恐縮でございますけれども――１人ぐらいそういうことをできる人がいてもいいの

ではないか。やってくれる職員がいてもいいのではないかと私は感じるのですが、市長はど

うでしょうか。行政ができないはずはないと私は感じます。もう１回市民へのサービスを期

待したいと思います。 

 最後に不妊治療の助成についてでございます。ある方と先日話す機会がありました。その

方は再婚の方でありました。なぜ離婚されたのかと自分から話されました。それは子供がで

きなくて回りからのストレスがたまって離婚されたそうであります。こんな現代にこんなこ

とがあっていいものかと私は疑いました。 

ただ、それだけが理由ではないかと思いますけれども、その話を聞いたときに私は悔しく
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て悔しくてたまりませんでした。本当に。でもこのたび縁があって思い切って再婚して、思

い切って不妊治療を受けて、そして念願のお子様が産まれた。涙ぐんで話されていました。

本当にお子さんが欲しい、どれだけ多くの方がそのことを思っていられるかと思います。お

子様が欲しいと思っているこの女性は、本当に助成制度を心強く感じております。 

ご承知のとおり本当にこの周知をもっとお願いしたいと思います。先ほど市長からもあり

ました。体外受精は１回あたり２０万円から３０万円かかります。そして妊娠率は２０パー

セントであります。また顕微受精は体外受精ができなかった方の場合に行われますけれども、

１回あたり３０万円から４０万円程度かかり、妊娠率は３０パーセントといわれております。

ただし必ず妊娠にいたるわけではありません。 

数百万円を費やし、夫婦が本当に必死な思いでしてあきらめざるをえない方もおいでにな

られます。若い方にとっては大変な大金でございます。助成が不十分でそういうふうになっ

ている。これを聞いたときに・・・先ほど私は１６名と言いましたが２５名ということで、

私の調査不足で大変失礼いたしました。だけれども本当にどれだけ助かっているかというこ

とを考えたときに、先ほどいったように国も１０万円から２０万円に今倍増しようとしてお

ります。このことを考えてさらに不妊治療の支援の増額と枠の拡大を明年度予算に求めて、

拡充していただきたいとお願いというか、その点はどうかと質問し、質問を終わらせていた

だきます。以上です。 

○市   長  前進する子育て支援策に全力を 

中沢議員の再質問にお答えいたします。フランスは私もいろいろ調べさせいただきました。

国をあげて、特に税制は一地方では全く対応できない問題でありますから、できうれば国の

方もそういうところまで踏み込んでやっていただければ、地方としてもまたそのほかにやれ

る応援はやるわけでありますので。ぜひともまた国の方にそういうことの要望はしていかな

ければならないと思っております。 

 リサイクルでありますけれども、できないことはありません。できないことではありませ

んが、今申し上げましたように、とにかくほのぼの広場でまずやってみようと。需用が非常

に多いとか、好評だとか、それから踏み切らせていただくという形を取らせていただきたい。

すぐにネット化ということについてはちょっとまだ私が疑義がありますし。ほのぼの広場で

そういうことをやっています、ということをまず広報やそういうことでもお知らせしながら、

市民の皆さんにまず理解してもらうということだと思っております。 

一般的にすぐネットといいましても、例えば広報を見れば、お年寄りの皆さんも自分の家

に孫の残していったものがあるので使えないかとか、そういうことが出るわけです。いわゆ

るインターネットを利用していない部分のお父さん、お母さんも含めて、まだ相当数あるわ

けですので、まずそちらからという形であります。インターネットということになりますと、

全国どこでもいいということにもなるかもわかりませんけれども、それはなかなか実現性が

ないと思います。徐々に徐々にという形で進めさせていただきます。 

 インフルエンザ予防。このことに限らず、まだ詳細は申し上げられませんが、乳幼児の医
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療、今、県単で助成しておりまして一部負担があるわけですけれども、この無料化に向けて、

来年度予算にどういう形でできるかということを今検討を始めました。実は、議長にお願い

してありますけれども、明日、各派代表者会議を開いていただいて、私どもの考えをちょっ

と出して、そして議会の皆さん方からもご理解いただきたいと思いますので、とりあえずは

そちらの方向で、まず乳幼児の医療無料化に踏み切る寸前という部分でご理解をいただきた

いと思っております。 

 不妊治療につきましては、今年で２５件の利用者があったわけでありますので、来年度の

予算の中には最低でもこのくらいの部分は入れていかなければならないだろうと、最低でも

ですね。ただ、助成費の拡大については、ちょっと国がこういう形で倍増していただきまし

たので、なかなかこの財政難の中で、市がここに８万円以上のまた上乗せというのはちょっ

と控えさせていただきますが。これも効果のほどが非常に表れて、また要望も非常に多いと

いうことであれば、考える余地はございますけれども、当面来年度は今の人数枠を確保する

ということにとどめさせていただければと思っておりますが、よろしくお願いいたします。 

あとは教育長に答弁させます。 

○教 育 長  前進する子育て支援策に全力を 

先ほども申し上げましたように、カリキュラムの充実、そしてあわせて指導員の確保に努

めながら、実施日数の拡大に努めてまいりたい、このように考えております。 

○中沢一博君  前進する子育て支援策に全力を 

わかりました。わかりましたというよりは、不妊治療にそういう答弁いただきましたけれ

ども、これは市長にまた本当に周知されて、あった場合、ぜひまた寛大なる枠の拡大の部分

をお願いいただきたいと思います。本当に来年度予算に向けて力強い前進を期待して、終わ

りたいと思います。以上です。 

○議   長  質問順位 19番、議席番号１２番・腰越 晃君。 

○腰越 晃君  傍聴に来られた市民の皆さん、大変ご苦労さまです。通告にしたがいまし

て、一般質問をさせていただきます。今回の一般質問は２項目取り上げさせていただきまし

たが、いずれも一般市民の声を反映しようとそういう考えのもとで２項目組み立ててみまし

た。 

１ ビジネス・インキュベーション（新事業創出支援）事業について 

 １点目は、ビジネス・インキュベーション、これは新事業創出支援。こうした事業につい

て市のお考えをお伺いいたします。余談ですが、先日湯沢駅からタクシーに乗る機会があり

まして、運転手さんとお話をしました。来年定年になるそうで、そのあとは奥様が横浜出身

ということで、奥様の実家の方に帰ろうかと思っていますと。どうしてこっちにいないので

すか。いや、こんなに雪が降って大変な土地だし、あと子供についても皆、都市部に就職し

たと。やっぱり帰ってきても仕事がないですかね、と尋ねましたら、本当に若い者の働く所

はないねと、そういう話を伺いました。とにかく若い人に仕事がない、何とかして欲しい、

こうした声は市民の間からよく出てくる声でありまして、私も周りから多くのものを聞いて
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おります。 

 本題に戻りましてビジネス・インキュベーション、これは設立して間がない新企業に国や

地方自治体そうしたものが経営技術、金銭、人材こうした資源を提供し育成するということ

であります。インキュベーターというものは、そうしたことを支援する施設。またインキュ

ベーション・マネージャー、ちょっと言い辛い言葉ですが、事業の経験のない新規事業者に

対し技術開発、経営、マーケティング、その他の企業全般にかかる諸問題に対し、一義的に

回答をしたり問題点を指摘し回答を与えたりする者のことであります。これは、経済産業省

の資料から抜粋させていただきました。 

新潟県には、新潟市と長岡市の２カ所に国の補助制度を活用し創設されております。先ほ

ど、昨日ニュースにありました人口の動向の話が出ました。２０５５年には日本の国全体で

現在の１６歳以上の労働人口が半減をすると言われております。この地域ではどうなるでし

ょう。非常に不安な所であります。 

もうひとつ前提として付け加えさせていただきますが、一昨日、種村議員、また今井議員

から企業誘致に関して質問が出され、本当に自立する自治体を目指す上で、自主財源を増や

していく上で、新規産業に対する支援というものが重要であるという話が出されました。全

くそのとおりである、そのように思っております。 

自立を促される今後の地方自治体にとって、産業を振興し、仕事を増やし、雇用を確保し、

定住人口を確保し、税収の安定化を目指していくことは、自治体を維持し発展させていくた

めに最も重要な課題であると私は考えております。農業あるいは観光こうした既存の基幹産

業これらをベースにして、地域に根ざす産業の育成。あるいは全く新しい業種の開拓が大き

な課題である、そのように考えております。しかし、一口に産業振興が必要であるといって

も、一朝一夕に思うような成果を出すことは困難な社会、経済情勢であります。 

また、この南魚沼市を考えた場合、冬の降雪、気候風土、あるいは人材の育成環境、また

企業の立地条件、これらが決して恵まれている条件にあるとは言えないと思っております。

そのため企業誘致、これも重要な柱であります。やらなければなりません。また農業、観光

こうした基幹産業への支援も継続してやらなければならない課題であると、このように考え

ます。 

しかし、創業、起業、いわゆる仕事を興していく、これに向いていないと。そういう地域

と言えるかもしれませんが、やはりそうしたことを考えれば考えるほど結果として新たな仕

事を生み出していく、そうした努力はすべきであり継続すべきである。やはりこれまで以上

に、人、物、金、資源を投入すべきである。常に継続していくべきである、そのように考え

るべきではないでしょうか。 

そして民間にこうした事業を展開していく組織が、目立ったものがない。こうした状況で

は、やはり行政が主体的な役割を果たしていくべきではないでしょうか。創業環境の改善充

実を図り、生え抜き産業の育成、これを重点的に進めていくべきであり、ビジネス・インキ

ュベーターの設置、インキュベーション・マネージャーこうした者の育成、活用、これは早
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急に始めていくべき課題ではないでしょうか。 

施設については旧サンテック短期大学校こうした施設が空いております。ほかにも遊休施

設はございます。また、マネージメントについては、やはり１,１００人からいる職員、特に

若い方々を育成する、こうした手段も考えられるでしょうし、また市内の有識者、いわゆる

企業コンサルタント――中小企業診断士という資格もありますが、こうした方々をＪター

ン・Ｕターンによって公募する、そして活用する。こうしたことも考えられます。また、当

然産学連携という手段も考えられることであります。当然、インキュベーションについては

経済産業省も重点的に取組んでおりますので、国また県の支援というものも利用できると、

このように考えております。 

次に、市の産業の核となる、地域のいわゆる産業インフラとしての光ファイバー網の整備。

これは民生用の話ではございません。やはり市のそうした産業の核となる地域には、いちど

きに大量のデータを高速で送り、また受け取ることができるこうしたインフラの整備は、今、

全国を見ればもう標準的な装備であり、準備をしておかなければならないインフラでありま

す。市内全般とはいかなくても産業が集中する地域には、こうしたネットワークを敷設する

のは当然のことであります。 

１点目、インキュベーションこれについて、また産業インフラの核としての光ファイバー

網の整備について、市長にお伺いをいたします。 

２ 庁舎整備「議会使用部分の活用」について 

次に２点目、市庁舎整備、議会使用部分の活用についてということで質問をさせていただ

きます。これについては、本当に市民の間から出てきた問題であります。本庁方式を採用し、

現庁舎を本庁として行政各部各課を集約していくとする市長の方針に対して全面的に賛成を

するものであります。 

しかし、これまでの議論を聞いておりますと、やや疑問に思うことがございます。それは、

本庁方式を進める上で別館建設が必要であり、そのためにＪＡ周辺の隣地を買収、また建物

を借用するという考えがあるということであります。まず現在の庁舎を最大限活用すること

を念頭に置くべきであり、議会が使用する２階、３階部分も対象とすべきである、このよう

に思います。その上で面積が不足なら保健センターを使う、現地の買収別館建設、そうした

順番での検討にならないでしょうか。 

財政健全化途上にある自治体であり、起債にも制限がある自治体でございます。職員給与、

議員報酬を削減している自治体でもございます。また、斎場建設、大和ＥＴＣインター、そ

うした財政負担というものが見込まれております。基幹病院建設においても消防庁舎建設に

おいても、やはり財政負担を強いられるものと考えております。こうした大規模な箱物建設

が控えております。このような状況のもとで投資的な事業は最大限抑制していかなくてはな

らない、そのように考えます。 

お隣の魚沼市は分庁方式を採用しておりますが、議会は旧広神村の議場を使用しておりま

す。移動時間が若干かかるということですが、特に大きな不便は発生していない。こういう



 - 30 -

議会事務局の話でございました。行政庁舎と議会が離れていて議会運営に大きな支障が出る

のでしょうか。 

例えば自動車での移動で１０分以内の場所に広い議場と３つの事務室、大小５つの会議室

を備える市庁舎、これは塩沢庁舎のことでございますがこれを有する中で、議会を例えば塩

沢であれ大和であれ議場はまだございます。これを移して、現本庁舎スペースを最大限行政

執行部が利用する、こうしたことも検討されるべきであると考えますが、市長の考えを伺い

ます。 

１番、まず現在の施設を有効活用し投資は最大限控えるべきである、考えを伺います。２

番、現在の議会が使用する２階、３階のスペースを使用した場合、いくつの課が収容できる

のでしょうか。３番、隣地取得、別館建築、駐車場建設に要する費用はどの程度かかるので

しょうか。仮に議会スペースを行政が使用した場合、この投資額がどの程度削減できるので

しょうか。先ほども申し上げましたが、議会が本庁と離れた場合どのような不都合な問題が

生ずるのでしょうか。以上、行政サイドからのお考えをお伺いいたします。以上で１回目の

質問を終わります。 

○議   長  昼食のため暫時といたします。休憩後の再開は１時１０分といたします。 

（午前１１時５６分） 

○議   長  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

（午後１時１０分） 

○議   長  一般質問を続行いたします。腰越晃君の質問に対する市長の答弁を求めま

す。 

○市   長  腰越議員の質問にお答えをいたします。 

１ ビジネス・インキュベーション（新事業創出支援）事業について 

ビジネス・インキュベーション事業、このことについての必要性は認識をしているところ

であります。本庁舎方式の採用等によりまして、市の空き庁舎あるいは市内の空き事務所の

活用を図る上での施設提供、これは可能であろうというふうに考えております。が、ちょっ

と何点か申し上げますけれども。 

そういう中でビジネス・インキュベーション事業は幅が非常に広うございまして、先端の

ＩＴ産業から研究的なビジネス、小売りビジネス、今現在チャレンジショップ等はやってお

りますけれども、その全部を網羅するかあるいはある分野に限るのかという問題。それから

技術開発や経営マーケティングこれらの指導。それから問題点を指摘したりあるいは解決し

たりするマネージャーの育成確保をどうするのかという、これは相当高度の専門知識が必要

だというふうに言われております。 

新潟、長岡、こういう所では産学連携条件が非常に整っておりますので、そういう地域で

はでしょうけれども、わが市がなかなかそういう補助的なことを活用したとしても単独で運

営が可能かどうかというこういう部分もあります。逆から見ますと今度はこの新事業創出に

意欲のある企業や個人に、市が魅力のある入居条件を整備できるのか。空き家、空き家と言
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いますか、空いている所あるけれどもそれをでは整備できるかどうだかと、そういう問題。 

そういうことの中でこの事業を展開するには、やはり光ファイバーはもう必要不可欠のこ

とであります。ですのでこの整備費用も相当に上がると思われます。主要幹線、１７号線や

そういう部分には入っておりますけれども、ではどこにどういうふうに光ファイバーを敷設

して行けばいいのか。またその費用をどうするかというそういう問題もあります。 

そこでこういう問題点を今含んでいる現在でありますが、国際大学の学術機関の方と連携

をいたしまして、１８年度の産業振興ビジョンを担当課の素案の中で研究をしておりまして、

１９年度において需要量調査を含めて費用、人材確保これらの面からも事業化が可能かどう

か。これを国際大学との連携でちょっと検討を進めているところでありますのでご理解をい

ただきたいと思います。 

２ 庁舎整備「議会使用部分の活用」について 

 庁舎問題でありますけれども、１点目の現在の施設を有効利用して投資は控えるべき。こ

れはもう全くそのとおりでありまして、私も同じ考えでありますし、また庁舎整備検討委員

会の答申も同様であります。 

２番目の現在議会が使用しております２階、３階部分を、ビジネスオフィス的にしてやっ

た場合に課をいくつ収容できるかということです。課の大小がございますのでちょっとわか

りませんけれども、人数は現在の議会事務局、あるいは議長室、これを利用しますとだいた

い２０人。それから議員控え室、これが２０から２５人。あわせて４０から４５人が、そう

した場合は入れるということであります。 

それから隣地の取得、別館建築、駐車場建設これに要する投資額はどの程度か。それから

議会スペースを行政が使用した場合、どの程度の投資削減が可能か、ということであります。

取得価格やそういう部分については、昨日のどなたかの議員にお答えいたしましたけれども、

まだ額そのものについては概略の近傍類似価格をもっての試算的なものはありますが、こう

いう数字は発表いたしますともうそれが既成事実的なことになって一人歩きしてしまいます

ので、それは一応今協議中というふうにお答えいたしております。１９年度に一応、不動産

鑑定士を入れまして、その上できちんとした価格交渉をしたということですので、この取得、

隣地取得にどの程度の額が必要かということは、ちょっと申し上げるところではございませ

ん。 

別館建築も検討委員会の方には、１００人を収容するとして約１１億円かかるだろうとい

うふうに申し上げておりますので、その後ＪＡのビル、支所ビルや保健センター、これを使

えるだけ使うという方向でありますので、縮小後の建築費というのはまだ積算しておりませ

ん。ですから１１億が、取得価格も含めての部分でありますので、これがどの程度縮小され

るかというのはまだ積算しておりません。当然ですけれども駐車場の整備費もまだ出しては

おりません。 

議会スペースを使うことで投資削減額はどの程度かということです。今、申し上げました

ように具体的なことはまだきちんと積み上げておりませんけれども、概略です。先ほど申し
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上げました１００人で約１１億円かかるだろうと言われておりますので、これは４０人、例

えばその分減れば、４０人減ればおおむね４億円ぐらいになるのではないかと。削減可能額

がですね。 

ただしかし、これについては今度は、具体的に触れていただきました塩沢の議場を使用す

るということになりますと、ご承知でしょうが塩沢の議場は今２６スペースであります。４

名の追加分、あるいはそれらこれらあわせますと当然改築費的なことも必要になってまいり

ますし、そういう部分は細かに計算はしておりません。 

ＪＡ用地。別館を増築する前提でＪＡ用地を取得するということではございません。ＪＡ

用地につきましては、今でもこういう部分でも駐車場が非常に不足しておりまして、市民の

皆さん、あるいは職員も含めて議会の皆さん方も非常に不便をおかけしておりますので、例

えばここに増築しなくても済むということであっても、このＪＡ用地は駐車場用地として買

収するという、最初の方向はそういうことでございます。 

そこにでは別館を建築してはどうかと。そこにというか、その場所ということではなくて。

ですから例えば別館を建築するに際しても、いわゆる下は駐車場用地として使えるような方

向を考えないと駐車場用地が非常に不足するということであります。例えば別館建設をする

にしても２階建てとか、下は駐車場用と。そういう形を今は考えているところであります。 

議会が本庁と離れた場合、不都合な問題が生じるか。大いに生じるわけでありまして、こ

れは笑い話ですけれども、昔、六日町庁舎もこれを建てる前、小学校を利用しておったわけ

であります。そして議場は昔の法務局、現在の子供・・・なんて言いますか、市民会館のあ

そこに行ったり、いろいろやった。ある課長が、今ご指摘いただいた問題については資料を

持参しておりませんのでお答えができないと。すぐに行って持って来いなんというわけには

いかないからではそれはそれで仕方ないと、こういうような笑い話もあったわけですけれど、

それはまあ冗談といたしまして。 

これは議会の度に、しかもまたそうなりますと委員会もそうであります。この度に、関係

課あるいは課長、そして私どもも含めてでありますけれども、資料を漏れなく揃えて行くと

いうことは当たり前のことでしょうが、たびたびそういう煩わしさがありますし、議会の皆

さん方もいわゆる市政調査等で、議会事務局を訪れても結局なかなか調査ができないという

部分もあったり、非常に不便は生じるわけであります。 

市民の皆さんにどれだけ不便が生じるか。これはちょっと予測ができません。議会棟に行

って用事が――議会棟に用があるということがほとんどあるかないかこれはわかりませんけ

れども、不便があることは間違いない事実であります。しかもこのことによって過大な投資

をしなければならないとか、財政健全化計画の中からはみ出すような投資が必要だというこ

とであれば、これは考えなければならないことだと思っておりますけれども、やはりこの際

でありますので。そうなりますとこの議場は全く改築も何もしないで済むわけですし、議会

の皆さん方もそういう面では、一応便利になるということでありますので、何とかひとつこ

こでやらせていただきたいと思っているところであります。 
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しかし、議場あるいはそういう部分については、私が一存で決められるわけではありませ

んので、議会の皆さん方がこぞって、いや塩沢の議場棟だとか、あるいは大和の議場棟だと

かいうことを決議とまで言いませんけどそういう意思がすべてであるということであれば、

それはそれに従わないわけにはまいりません。まいりませんが非常に支障はあるというふう

に私は認識しておりますし、いわゆるそのことについて過大な投資になるというふうには私

は考えておりません。 

では、今度は空いたここをどう使うか、これは問題も出ます。塩沢の方も同じです。同じ

ですが、昨日ちょっと申し上げておりますように塩沢庁舎では既に民間にある程度お貸しを

できる、そういう方向性も出ております。そういうことの中で徐々にそういう枠を広げてい

って有効利用を図る方が、私はベターだろうと。 

大和庁舎も同じであります。これからそれぞれ民間、準公的団体も含めて、特に大和庁舎

はまだ立派に綺麗でありますし、そういうことの中で集積化を図っていく方が市民の皆さん

にも、そして市にも多大な利益があるだろうという考え方でありますので、ご理解をいただ

きたいと思っております。 

庁舎を増築するか否か。これはまだ増築するというふうに決まっているわけでもありませ

ん。今、詰めをしているところでありますので、この今の庁舎の中で収容が若干きつくとも

収まるようであれば、全く増築する必要はございません。ですから会議室的なものを今の保

健センターだとか、あるいはＪＡの今のビルの２階、３階に移すとか。あるいは本当に会議

室だけが足らないことであれば、これはもうプレハブであっても結構なのです。特に恒久的

な建物を建てなくてもですね。そういうふうにとにかく節減に十分な検討と努力をいたしま

すので、でき得れば今の方向で議会の皆さん方からもご理解賜りたいというところでござい

ます。以上であります。 

○腰越 晃君  再質問をさせていただきます。 

１ ビジネス・インキュベーション（新事業創出支援）事業について 

ビジネス・インキュベーションについては、おおむね１回目の答弁では、必用ではあるが

なかなか高度な課題であると。具体的にどうやって行くかということについては、あまり積

極的な答弁はいただけなかったわけなのですが。例えばですね、当市の基幹産業は市長は常々

農業であると。これは稲作を基本にした農業であると思いますが、また観光産業であるとい

うように言われます。もちろん既存産業、こうした農業や観光を支援することは非常に、１

回目の質問でも言いましたが重要な課題でございます。 

しかし農業を見た場合、品目横断的経営安定対策これを国は進めているわけでして、これ

が今後この南魚沼市においてどのように進展するかは、まだこの先を見てみないとわからな

いですが、結局これの行き着く先というのはいわゆる農業従事者の減少であって経営体を絞

っていく、農地を集積していくそういう中でございます。 

また観光についても、やはり冬期、いろいろな情報を見ても２０年～３０年先というもの

を標榜して見た場合には、雪が降らなくなるのではないかと、そういったようなことも言わ
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れております。 

いずれにしてもこうした基幹産業である農業、あるいは観光についても支援は必要です。

特に観光については環日本海圏という構想もあるわけですが、そうした中で新潟全体を売り

出していくと、そういう構想を持ってやるという課題もございます。支援も必要です。しか

し今現状においては今後この地域を担っていく若い人、これらの雇用ニーズを十分吸収でき

るものではございません。また、夏には建設業に働いて、農業をしながら何とか生計を立て

る。冬は観光産業に従事すると。こうしたパターンも従来まであったわけですが、昨今の公

共事業の削減等を見てみればやはりこれも厳しい。 

そうした中でやはり、企業誘致であるとか、新しくこの地域で事業を興していく、そうし

たものを進めていかなければならない。このように考えるわけですけれども、企業誘致につ

いても先ほど申し上げましたように非常に厳しい。やはりこの地域で芽を出して育っていく

事業、これを産業化していくというのがやはり一番、今後将来を考えた場合には重要な産業

政策ではないかと、私は思っているわけです。 

確かに難しい課題はございます。施設をどういうふうに整備するのか、あるいはマネージ

ャーをどういうふうに育成するのかと、そうした問題がございます。がしかしやはり、長岡

や新潟のように大学がない、これはしょうがないです。だけれどもそうした長岡、新潟ある

いは東京圏首都圏、こうした学術機関、国際大学はもちろんでございますが、そうしたとこ

ろとの連携を図りながら、少なくともインキュベーション・マネーシャーくらい、この地域

でこういう制度があるのだよ、というところまでは、やはり近いうちに整備をしてもらいた

い、私はそう考えます。 

 また、産業インフラとしての光ファイバーですが、これがなければ勝負にならんという現

状ですので。確かに費用がかかる。だけれどもこれだけはやっていただきたい。もう１回お

伺いをしたと思います。 

２ 庁舎整備「議会使用部分の活用」について 

 それと２番目のものですが、１番、２番、３番についてはわかりました。４番ですが、例

えば答弁に困ると。離れているとすぐ答弁ができないじゃないかという話なのですが、これ

は私は理解ができません。であるなら例えばですね、重要な問題について質問があった場合、

いつも議会では課長さんの傍に係長さんが資料を持って居られるじゃないですか。離れてい

ても対応はいくらでも取れると思うのです。 

一般質問は確か今はもう実況中継されているはずですね、庁内に。本会議においても庁内

で係長クラスの方々が聞いておられれば、あ、こういう質問があったと。これについての答

弁が例えば課長ができないとした場合、すぐ対応が取れるはずなのです。コンピューターネ

ットワークもあります。ファックスもあります。電話もあります。できるはずです。４番に

ついてはそのように思います。 

それと２番についてですが、私がこの質問を取り上げた最大の理由、これは冒頭申し上げ

ましたように、一市民からこういう声がありましたと。これもあるのですが、やはり庁舎を



 - 35 -

別館建築、別館増設こういったものは本当に必要なのか。その前に考えるべきことはたくさ

んあるのではないか。ひとつの構想として、行政機構については旧六日町庁内に集約すると

そうした考えで、少し範囲を広げて考えれば、もう温泉としては使用できないかもしれませ

んが、旧総合福祉センターこれもあるわけです。サンテック短期大学校の建物もあるわけで

す。こうしたところにやはり市庁部局を入れられないか。 

今までのように塩沢、大和とこういうふうに分散していては、例えば大和の人が塩沢に行

くのは大変でしょうし逆も大変です。市民に対してはやはりこの旧六日町町内にあると、こ

れだけでも利便性は上がるわけです。あとは行政出張部局の働いておられる方々が、これで

何とかやっていけるかという問題です。これは何とかなると思います。そうした構想がやは

りあってしかるべきではないかなと、私はそのように考えております。 

それで、結局どうしようもない、であれば議会ちょっと出てくれないかと。例えば議会が

総合福祉センターのあの施設に入ったっていいわけです。別に六日町や塩沢というわけでも

ないわけですから。そうしたトータルのどのぐらいの投資がかかって、どのくらい、どうな

るのだと。そういう結果を見た中で判断すべき問題ではないかなと私は思うのです。 

そうした今ある市有施設の使用、有効的な活用をすることによって、駐車場スペースはそ

んなにはいらないということになるかもしれません。また市民センターを各旧町に置くとい

うことになっているわけですが、六日町の市民センターであれば、ラ・ラに置いたらどうで

しょう。市長言いましたか、これは。そういった案もあるわけでございます。そうしたもろ

もろのことを考えた上でやはり、最低限の投資で行政機構を集約すると、そうした考え方を

取るべきだと思うのですが、もう１回市長の考えをお伺いいたします。 

○市   長  腰越議員の再質問にお答えいたします。 

１ ビジネス・インキュベーション（新事業創出支援）事業について 

１点目の件でありますが、検討を始めようということを私は触れたわけです。国際大学の

皆さんと協力し合いながら、知恵を借りながら検討を始めようと言っているわけですから、

全然積極的でなくなんてないわけであります。そういうことを全く聞かずして、いや積極的

でないとかですね、こういうことを申し上げるのは非常に心外であります。 

そして、農業が基幹産業ということをいつも私は申し上げておりますが、この農業によっ

ていわゆる人が生きているということだけでなくて、農業はこれからの環境保全に欠かせな

い部分でありますから、そういうことも含めますとこの地域から農業を奪えば、すべての産

業も水泡に帰すということです。そう意味での基幹産業であります。 

お金の額とか、従事する人の数だとかそういうことではなくて、やはりこの自然やこうい

う農地そういう部分によってこの地域は成り立っているということであります。そこでそこ

が基幹ですと。その上に観光もあり、商工業もあり、そういうことです。この地域から農業

を奪えば何も残りませんよ。そういう意味で私は基幹だということを触れているわけであり

ます。 

当然地域でやはり起業といいますか創業していただく方を支援しようということで、条例
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上でもそういう支援措置を設けてやっております。企業誘致も当然ですけれど進めなければ

なりません。今、具体的なことは申し上げられませんけれど、塩沢庁舎に、じゃあこういう

ことはどうだとか、もう相当具体的に話を進めているわけであります。成果がきちんと出る

のが来年になりますけれども、そういうことはまたそれぞれのところできちんと発表申し上

げますけれども。そういうことを全く怠っているわけではございません。 

ただ、この光ファイバーの整備はやはり相当多額な資金を要しますので、実際それに見合

う効果が、ではどうあるかというこれを検証しなければ、とても市で手を出してあらゆる道

路に光ファイバーを敷設するなんていったってどうしょうもないわけですから。やはりどこ

かに集積するとか、そういうことを考えなければならないわけです。そういう検討を１９年

度にはやってみようとことでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

２ 庁舎整備「議会使用部分の活用」について 

 庁舎でありますが、答弁ができないなんてことを申し上げたのではなく、昔こういう笑い

話があったと。昔はそうなんですね。離れていて資料を持ってこない、これからじゃあ本庁

に行って資料を取ってくるからその間待ってくれなんて言っていれば、議員の皆さんは、も

うそんなことならいいと、それはそれでいいから別の問題に移ろうと。こういう笑い話があ

ったということであります。 

そこで、旧六日町に議会棟を持ってきたからいいという問題ではないのです。ここに寄せる

ことに意義があるわけです。ひとつの庁舎に入っていただくことに意義があるわけでありま

す。ですから例えば福祉センターだとか、サンテックスクールだとか、そういうことは全く

考えたこともございません。そいうところであれば塩沢の庁舎でいいわけです。 

そこで最後に触れたわけでありますけれども、会議室スペースが取れないというような状

況であれば全く増築する考えはございません。プレハブでも何でも対応します。それも増築

であれば増築ですね。その方が塩沢庁舎の議場の中を改良したり改装したりするよりは相当

安く済むと思います。ですから、非常にシビアにやはり私も考えています。ただ１００人こ

こに急に入る、じゃあどうだと言われたときには一応、昨日も触れました、最高でこのくら

いの金額がかかる予測はされると。 

そこで検討委員会からもそれほど金をかけないで、とにかく使えるところを使いながら縮

小しなさい、縮小しなさい。これは私も同じ考えでありますからそういうふうに努めるとこ

ろでありますし、そう遅くならないに内容が明らかになりますので、またその時点でご議論

いただければと思いますが。 

とにかく市民の皆さん方は、なんて言いますか、これも溶融炉と同じで話がちょっと過大

になって走っている恐れがあります。私もメール等いただきましたけれども。市民生活を犠

牲にしてまで市の庁舎を建てねばならんのかと、そういうことじゃないのです。全くこのこ

とによって市民生活にあるいは市民の皆さんに、負担増を強いたりそういうことはありませ

ん。するつもりもありません。非常に質素にやらなければならないという考え方だけは持っ

ております。 
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ですから、あまり過大におっしゃらないで、とにかく具体案が出たときにまた皆さん方か

らそりゃまだだめだと、ここを削れとか、そういうことなら塩沢に行けとか。それはそれで

結構です。議会の皆さん方がそれで対応するということであれば、私どもは何も申し上げる

ことはございませんので。ただ、それもやはり費用。本当にそっちに行った方が費用がかか

らないのか、かかるのか、この検討をしなければなりません。 

私どもは一応そうことまで含めて検討した上で、皆さんにご提示を申し上げて行くという

ことであります。要はここにとにかく集積をして、和田議員の質問にもお答えしております

ように、早く人件費の削減を図らなければ、一日も早くです、この財政健全化計画も、ある

いは起債の適正化計画も、なかなか成し得ない部分なのです。ここが一番でありますので、

その点をご理解いただきたいと思います。 

○腰越 晃君  終わります。 

○議   長  質問順位２０番、議席番号２５番・角谷英一君。 

○角谷英一君  久々に一般質問をさせていただきます。３つほど通告をしておきましたの

で、それに沿って質問をさせていただきます。 

１ コンピューター導入後の行政効果について 

まず、一番最初にコンピューター導入後の行政効果がどうなっているかということで、お聞

きをしたいのであります。事務処理にコンピューターが本当に今は欠かせない時代となって

いるところでありますが、コンピューター稼動で本当に行政効率は大変よくなっているのだ

ろうと自分でも思っております。しかし、毎年の決算書、予算書等を見ると、コンピュータ

ーシステムの業務委託などの外部委託が、非常に多く私の目にとまります。コンピューター

に私は詳しくありませんが、職員の中に、できれば専門職としてこういうものをやっていけ

ないのでしょうか。 

私は以前、合併議論で盛んにお話し合いをしたときに、合併のメリットの中に、母体が大

きくなるのでいろいろな分野に専門職を置けるという、行政効率が大変よくなるというよう

な説明を受けました。その方向に向かっているのでしょうか。その辺をお伺いいたします。 

ただ、業務委託の部分については非常に難しいソフトがいっぱいあるので、簡単ではない

と思いますが、その辺の検討はなされているのかどうかお伺いをしたいと思います。 

２ 火葬場建替えについての再確認を 

２番目の火葬場建替えの再確認をさせていただきたいと思います。市の財政上の問題で、

計画実施の順番が遅れるのはやむを得ないと私も思います。地元の思川区の皆さんも市の事

情をよく理解をしていただいております。これは迷惑料をもらったからということで理解を

しているのではありません。非常に当初から思川区の皆さんは協力的でありましたので、そ

ういう意味で理解をしていただいているはずであります。 

ただ、理解をしているのですが、いつまでという期限をはっきりしていただきたいという

要望も出ているはずでございますし、そういうことであれば理解をいたしましょうというこ

とであると思っております。市からの提案のように２１年度の建設までは待とうと、こうい
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うことでございますので、それまでの間、煙や匂いもなんとか我慢しましょうということに

なっております。そういうわけでございますので、ぜひ、ここで２１年度建設の約束をして

いただきたいと、こういうふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

３ 学校の授業にアルペン授業を組めないか 

３つ目は、学校の授業にアルペン授業を組めないかということで、この問題では、前の塩

沢議会のときや、それから六日町議会でも先輩の議員の皆さんから何回か提案があったそう

でございます。私もこれについては非常に今の子供たちの非行の問題、いろいろな問題を含

めた中で大変大切なことだなと。それから私らが子供の頃と時代が違いますので、そっくり

そのまま振り向けるわけにはいきませんが、私らの時代にはずっとアルペン授業がありまし

た。大したいじめの問題だとか、不登校だとか、非行に走るものも非常にこういうおかげで

少なかったのではないかというふうに感じている一因でありますので、こういう質問をさせ

ていただきたいと思っております。 

南魚沼市の観光の主力はスキー観光であります。その振興に学校教育のアルペンスキー授

業を強化振興することが大きな効果をもたらすと私は思っております。小学校区のほとんど

にスキー場があり、アルペン授業にはもっとも恵まれた環境条件にあるはずでございます。 

アルペン授業を盛んにすることは、子供たちの体力や気力の養成だけでなく、現在から将

来に向けて、市の重要課題であるスキー観光の振興発展の基礎となるものであり、極めて重

要な要素であると考えております。 

さらにその効果は、ちょっと話がそれますが塩沢をたとえますけれども、上越国際、丸山、

石打後楽園これらの私らの年代以下の近くの皆さんの、本当にお嫁さんがスキーでおいでに

なった。東京あたり、関東からスキーにおいでになったお譲さんが、そこの兄様と仲良くな

って、お嫁にきているという結果が随分多くあります。これらも参考にすると、本当に今の

嫁婿対策にもつながる。そしてそうすれば子育て支援にも少子化対策として有効であるので

はないかと、こういうふうに考えております。 

先日、ある代議士と昼食会をすることができましてその席で、その代議士の出身の村とは

規模が大変違うのでそっくりはあてはまりませんが、代議士の話では、教育委員会では授業

に組むのが非常に難しいということで、なかなか実現がならなかったそうでございます。け

れども、とてもこれだけ条件が揃っている地元でどうしてもやりたいということで、当時は

村長さんでありましたが、村長さんの意見でそれをやってのけたと、こういうお話を聞きま

した。 

その辺を考えると、ぜひ市長にもう一献考えていただいて市長の指導力をお願いしたいと、

こんなふうに考えておる次第であります。以上で壇上からの質問を終わります。お願いいた

します。 

○市   長  上着をとったままでちょっと失礼をさせていただきます。申しわけござい

ません。角谷議員の質問にお答えをいたします。 

１ コンピューター導入後の行政効果について 
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コンピューター導入後の行政効果であります。現在、市ではサーバーが約３０台、それか

らパソコンが８５０台、システムが約３０式稼動しております。これは今おっしゃっていた

だきましたように行政事務のあらゆる分野で導入されておりまして、サービスの向上、事務

の効率化、これには大いに効果を上げているところであります。 

この電算システムの大きな特徴。議員、ご承知でしょうが、大量のデータ処理、事務処理

速度の高速化、オンライン結合による各出先による同時処理。こういうことが可能になって

いるわけであります。 

この導入にあたりまして、各担当課と綿密な打合せを行って、導入の必要性、目的効果、

システムの価格の妥当性これらを検討して、またその導入した後、システム評価を実施して

より効率的な運営を行うための見直しを常に行っているところであります。当然ですけれど

も職員には、個人情報保護、そういう部分も含めて情報セキュリティ対策がきちんと求めら

れるわけでありますし、またそういう高度な、崇高な気持ちでこれに携わっていただかなけ

ればならないということだと思っております。 

コンピューター関係の外部委託費が１年間どのくらいになっているかということでありま

す。今、導入しておりますシステムは大きく分けまして、住民記録、あるいは税関係システ

ムの基幹系と職員間のグループウェアシステムの内部情報系、この２つであります。委託料

には電算処理委託料や、制度改正に伴う改修委託料、それから導入しましたシステムの順調

な稼動を維持するための保守委託料。これらがございます。 

１８年度、今年度の委託料の状況は、基幹系システムの電算処理委託料が約１,７００万円。

基幹系のシステムの補修委託料が２,４９３万円。それから内部情報系保守委託料が１,７３

７万円であります。このほかに機構改革に伴うこのシステム改修委託で６２７万円。ＧＩＳ

構築業務委託――これは今作業中といいますかこれをきちんとやらなければならない――こ

れは１億円計上してあるというところであります。 

専門職、職員が専門職としてやっていけないか。合併しますと、専門職の、何ていいます

か、採用も可能になるということは当然利点としてあげたわけであります。この場合の専門

職と申し上げますのは、例えば建設関係の技術系の専門、あるいは検査関係の専門職とか、

あるいは福祉系が一番多いわけでありますけれどもケアマネージャー等も含めた、そういう

専門職のことを主に指しておりまして、このコンピューターまでは、私はどうもそこまで頭

がまわっていったわけではありませんが。 

しかしこれを検証してみますと、なかなか職員がこれに対応するというのは厳しいようで

あります。まず、この技術ですね、日進月歩といいますか、毎日変わっていると言っても過

言でないくらいすさまじく変化しているわけでありまして、それもそれぞれのメーカーであ

ります。本当にそれぞれのメーカーがもっともっと大量で高速性を求めて、開発競争にしの

ぎを削っておりますので、これになかなかそこにいない、いわゆる使う側の人が追いついて

いくというのは非常に難しい。そしてシステムも本当に高度化しておりまして、中身まで理

解するというのは非常に難しい状況であります。 
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では、仮に専門職を配置した場合、どこまでできるかということでありますが、パソコン

やプリンタなどの簡単な修理、これはできると思います。けれども、システムを改善したり

構築をするということはできない。しかしシステム開発会社との交渉、あるいは調整には相

当の専門知識が必要であることはまた間違いないわけであります。幸い、現在、電算関連業

務に精通した職員がおりますので当面はそのシステム担当課と調整をとりながら、委託料と

いいますか保守点検料、これらもとにかくそのシステムの内容がわからなければ交渉のしよ

うがないわけでありますので、今その職員が専門的にそういうことにあたっているというこ

とであります。 

したがいまして、いわゆる全ての業務に専門職をあててやるというのは非常に難しい面が

ありますので、ご理解いただきたいと思います。 

２ 火葬場建替えについての再確認を 

斎場建替えについてであります。思川の皆さん方からは本当に大変なご理解をいただいて、

ありがとうございました。おかげさまで、建設といいますか、再新築のめどが立ったわけで

あります。そこで、広域時代には１９年、あるいは２０年頃というような目標を立てて取り

組んできたところでありますが、その後、ペットの火葬場の問題も出まして、市政懇談会等

でこの問題をすべて聞いてまわったわけであります。結果は９割以上の皆さんが、やはりペ

ットの火葬炉もそこに一緒に併設すべしと。ただ、人間が入るところとは絶対別にするとい

う、それは当たり前のことでありますけれども、そういう結果も出ましたのでそういうこと

も含めて、またあらためて基礎設計のやり直しといいますか、これに取り組まなければなり

ません。 

もうひとつは現在、広域時代に作成しましたあの部分は都市計画決定をとるためのもので

ございまして、まだまだあれより若干縮小する方向も検討しております。それから今度は地

質調査もまだ実施していなかったということもありまして、ちょっと延期をさせていただき

たい。それから財政的な事情も若干ございます。 

そこで、思川区の皆さんにも、一応役員の皆さんに説明し、お願いしたところであります

し、思川区の皆さん方からまた改めて要望書等をいただいたところでありますので、その意

に沿うようにきちんとやっていきたい。そして今、湯沢町とも当然でありますけれども協議

をいたしまして、来年度、１９年度に地質調査とできれば土地の造成事業。そして２０年度

に火葬炉メーカーの選定と実施設計。２１年度から本体建築、外構。できれば２２年から新

しい方に移行して、旧施設の解体もございますので。 

そこで、この斎場建設にＰＦＩを導入できないかということで、職員に検討をさせました。

メリットがなければ導入する必要はないわけでありますので。長期的に見ますと、導入メリ

ットはあるだろうということ。しかしながら２１年、あるいは２２年建設ということを見ま

すと、ちょっと準備期間が全く足らない。非常に前段の期間が長く必要でありますし専門的

な知識も必要でありまして、そういうことで。 

もうひとつは今、管理運営に正職員をあてていないわけであります。ですから、例えば建
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築後の民間運営といいますか、ＰＦＩ関係でやってもあまりどうもその面では効果が出ない

のではないか。合併特例債を――これは補助事業でありませんので、合併特例債を使用した

際と、ＰＦＩで民間資金を導入した場合では、どちらがメリットがあるかと。これはほとん

どいわゆるＰＦＩでやった場合のその資金的な。今すぐお金はいらないということだけは事

実でありますが、長期的に見ますと、ほとんどメリットが出ていかないのではないかという

ようなところでありまして、ＰＦＩでの斎場建設、あるいは運営については断念せざるを得

ないだろうと。 

この後のそれぞれまだ長い期間には、市のそういう建設事業も出てまいりますので、今か

らこのＰＦＩ導入をもっともっと研究しながら、そういう面に今度はあてていかれればと思

っております。一応このＰＦＩという部分について、斎場建設についてはちょっと断念せざ

るを得ないという状況でありますので、お知らせを申し上げておきます。 

３ 学校の授業にアルペン授業を組めないか 

３番目の学校授業にアルペン授業を組めないか。これは後ほど教育長がお答えいたします

が、議員おっしゃっていただきました、ある代議士の話でありますけれども、確かにおっし

ゃるように村長の鶴の一声で決まったと。ただ、あそこは人口がもう全く、それとたった１

校でありますから、やれと言えば簡単にやれるという部分もございます。それと代議士にな

るくらいの方ですから、私より相当指導力が教育委員会に対して強かったのだろうと思って

おりますが。 

私はこの問題で教育委員会に強権発動までするつもりはございませんけれども、極力、や

はり地元のこれだけの利便性があって優位性がある。知事も先般申し上げておりましたが、

とにかくスキー場のあるところでアルペン授業くらいやってくれというようなお話もしてお

りまして、県の教育委員会の方にも知事から話をするそうであります。 

ただ、小学校の数も非常に多ございますので、その辺の調整がどう出ますか、教育長に後

ほど答弁いたさせます。でも大体１～２回は実施をしているということだけは伺っておりま

す。後はひとつ教育長に答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○教 育 長  ３ 学校の授業にアルペン授業を組めないか 

角谷議員の質問に答弁申し上げます。学校でアルペン授業をもっとやれと、こういうご趣

旨だろうと思っております。私ども、この今の南魚沼市に２６の小学校、中学校がございま

す。この全ての学校でアルペンスキーを授業に取り入れてやっております。 

ただ、立地状況がそれぞれ異なりますものですから、年間にどのくらいやっているかとい

うことについては千差万別でございます。一番多いところでは学校の授業のほかに、学校行

事というものも合わせまして１０回やっているという学校もありますし、合わせて１回しか

できないという学校もございます。 

一番大きな理由はスキー場との何て言いますか、近い、遠い。あるいは中学校ではなかな

か学力というふうなことも意識せざるを得ないものですから、そうそう回数余計は行けない

というということもあるようであります。それともうひとつは、体育に使える時間に制限が
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あるというふうなことと、それからもうひとつの大きな理由は、スキー場までの移動時間、

移動手段になっているようであります。 

そういった問題があるわけでありますけれども、各学校とも郷土を理解するひとつのいい

手段だということ。あるいはこの地域に生まれ育っていたものとして、生涯スポーツの基礎

づくりとして、これが非常に大切だということ。それから雪の上を滑るということからバラ

ンス感覚を養うのに非常に役立つというふうなこと、等々を目的にこれをやっているという

ところでございます。 

なお、生涯スポーツの基礎づくりということとも関連してまいりますけれども、誰しも得

意なスポーツを持つということは非常に大切なことでありまして、俺はこの分野だったらそ

こそこ人に負けないというふうなものを持っているということは、大変大事なことでありま

す。いろいろな辛いことも多い人生でありますけれども、自信をもって生活していくうえで

大切なことだろうと、こんなふうにも思っております。 

なお、これだけで結婚に至るかどうかということについては、ちょっとわからないところ

もありますけれども、しかし、得意なスポーツの分野で知り合うということは知り合うきっ

かけを確保するという点では、極めて大きな意味があるだろうと思っております。 

なお、将来のスキー人口を育てるという目的の部分につきましては、外部からの修学旅行

の受け入れというふうなことを商工観光課が一生懸命やっておりまして、蛇足でありますが、

申し加えたいと思いました。以上であります。 

○角谷英一君  再質問させていただきます。 

１ コンピューター導入後の行政効果について 

コンピューター導入の専門職については、今、市長が言われたように、大変ソフトやそう

いったものが非常に複雑な問題が多すぎて、簡単に私が質問したような形になるとは思って

はいませんでしたけれども。 

２ 火葬場建替えについての再確認を 

２番目の火葬場については、先ほど申し上げたように、本当に思川区の皆さんは非常に良

心的に考えていただいて、市にもある意味では協力的に理解をしていただいております。私

も一生懸命、遅れないように市にお願いをするから、というような話もしてありますので、

ぜひ何とか遅れない形の中で取り組んでいただければ幸いだと思います。 

それから市長が申しあげたように、あれは都市決定をとるための仮図面でありましたので、

あのとおりにはいかなくても別にその辺については、区では何も注文をつけているわけでは

ありません。ぜひペットの火葬も含めて、２１年度になんとか建設が間に合うようにお願い

をできればと思います。 

３ 学校の授業にアルペン授業を組めないか 

それから３つ目のアルペン授業の問題です。私も質問にあたって少し調べさせてもらった

のですが、私が聞いた中では、やはり学校の方での授業時数の確保の問題が一番であると思

います。それが教育関係の方できちんとなれば、あとはスキー場への輸送手段だとか、スキ
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ー場へ行ってからのバス代、リフト代の経費だとか、スキー用具の問題だとか。それともう

ひとつは指導者の問題というような問題になるかと思います。 

それについては、もしその授業時数の確保が教育委員会の方でうまくいくようであれば、

市長の方からその気になっていただいて、それらを現存のスキー運営をやられている会社、

その他等も市からの強力な要請があれば、かなりの協力体制がとれるような雰囲気もあるよ

うでございますので、ぜひ、なんとか考えていただいて。 

先ほど申し上げましたように、家に引きこもりでゲーム等ばかりやっている形ではなく、

そういうことがあって不登校の問題やら、いろいろな問題が出てくる可能性もあります。ぜ

ひ、一生懸命スキーをやって、健康的な形の中でいじめや不登校、非行対策にもつなげてい

ただく。そして先ほど申し上げた嫁婿対策にも、今、教育長からお話がありましたが、一環

になればと思います。そして、その中でそれが推移をしていけば、少子化対策にもつながる

と、こんなふうに考えているところでありますので、よろしくお願いいたします。以上で質

問を終わります。 

○市   長  角谷議員の再質問にお答えいたします。 

２ 火葬場建替えについての再確認を 

前段は省かせていただきまして、火葬場のことです。今現在、広域時代に作りました基本

計画案では、大体１３億７,５００万円くらいかかるだろうと。あの案ではですね。とてもそ

れだけの投資ができるものでもありませんので、今、それぞれ必要と思われざる部分を削除

したり、あるいは単価の見積り直しをしたり、いろいろ含めておりまして、大体概算で１１

億円くらいかと。でも、もっともっとやはり圧縮できるだろうということで、来年、再来年

に向けて少しでも事業費が圧縮できるように。 

だいたい、十日町、五泉、長岡これらのところと比較いたしますと、高いところでも長岡

が平米単価が７９万５,０００円です。五泉は５７万２,０００円。十日町は４５万９,０００

円くらいの平米単価です。今の私どもの計画案ですと、１００万円を越えています。ですか

ら、例えば長岡だとしても８０万円弱です。そこで平均的に見ますと、大体５０万円前後が

平米単価です。これを単純に述べ面積１,２００平米にかけますと、６億円くらいでできると

いうことです。ただ、このとおりばかりにはいきませんけれども。 

ですので、なるべく圧縮をするように今、努めておりますが、圧縮しすぎて燃えが悪かっ

たとかそういうことになっては困りますので、きちんと性能は確保しながらやろうと思って

おります。２１年度に本体の工事に入るべく鋭意努力をいたしますので、よろしくお願いい

たします。 

３ 学校の授業にアルペン授業を組めないか 

スキー授業の方でありますけれども、これは教育委員会の方で授業日数の調整やそういう

部分で可能だと、やろうということになれば、私も全面的にバックアップをいたしまして、

バスの配車の関係、あるいは各スキー場へのそれぞれのお願い。これらについては精力的に

取り組ませていただきますので、よろしくお願いいたします。 
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○教 育 長  ３ 学校の授業にアルペン授業を組めないか 

議員からもお話ありましたように、授業としての体育の時間の制限、これはもうそれぞれ

の学校がほとんど目いっぱい使っていると思います。そのほかにもアルペンスキーに限りま

せんで、これだけというわけにまいりませんので、グラウンドでのクロスカントリーのスキ

ーといったことも、やはり冬期間の運動量を確保するという意味では必要になってまいりま

す。この後、これ以上これを増やそうとしますと、学校行事、あるいはＰＴＡ行事というふ

うな形で拡大をしていくということしかないのかなと、こんなふうに考えております。いず

れにいたしましても、学校が保護者や地域の皆さんとよく相談していただいて、必要であれ

ば応援していきたいと、このように考えております。 

○角谷英一君  ３ 学校の授業にアルペン授業を組めないか 

わかりました。スキーについてはできるだけそういうふうな方向で検討していただければ

と思います。 

２ 火葬場建替えについての再確認を 

それから火葬場のことでもう１点だけお願いしておきます。非常にあそこの火葬場の位置

が井戸水の出ないところなので、今の井戸の掘削技術をようすれば、少しお金がかかるかも

知れませんが、少し深井戸を掘っていただければ何とかなるのではないかなというふうに私

は思いますので、それらの建設の中に含めていただければと思います。 

それともう１点、私も２～４カ所視察をさせてもらった中で、今の火葬の窯については、

昔みたいに煙突のない――昔は煙突が全部あったわけですが今は煙突のない――窯でござい

まして、やはり多少高度になってきているのでしょうか。あるところではメーカーに管理を

委託しているところもあったようでございます。その辺もちょっと私もどの程度かかるのか

はあまり研究していなくて質問して申しわけないのですが、それらも市長の頭の視野の中に

入れていただいて、検討していただければと思いますのでよろしくお願いします。 

○市   長  ２ 火葬場建替えについての再確認を 

お答え申し上げます。消雪用の削井、井戸堀と消パイ。これにつきましては、今ご指摘い

ただきましたように、ちょっと深井戸を掘らなければ対応できないだろうということで、合

わせまして４,０００万円を超える一応予算を見込んでおります。井戸と消雪パイプの敷設で

すね。ですから井戸の方に相当の金額を見込んでいるというところであります。 

それから、もう今の斎場は全く煙突は作りません。煙もほとんど出ないわけであります。

そういうことですし、ですからああいう煙突は全く出ません。先進地を見ますと、とても斎

場とは見えなくて、何かのホールか、ミュージックホールみたいなところか、文化施設かと

思われるような、本当に素晴らしい施設になっております。思川の皆さん方から本当に長年

にわたってああいうことで我慢いただきましたので、一見、すぐ行ってみたくなるような、

そういう施設にしたいと思っています。 

ただ、委託関係ですけれども、これはちょっと冒頭触れましたが、今、あそこの機械操作

や受付やそういうことを思川区の中から出ていただいている皆さんに委託しているわけであ
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ります。これがやはり相当安価にできているわけです。ではメーカーに全て委託した場合、

ぐんとはね上がるなどということになりますと、ちょっと委託は不可能であります。それら

も含めて専門的な部分だけの委託というのは、当然ですけれども出てくるのではないかと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○角谷英一君  終わります。 

○議   長  質問順位２１番、議席番号１９番・笛木信治君。 

○笛木信治君  私は住民の福祉、くらしを守り発展させる立場で質問をいたします。順を

追ってお聞きしますので、よろしくお願いをいたします。 

１ 福祉、くらし優先への市政転換で財政健全化を 

始めに、福祉、くらし優先への市政転換を図る中で財政健全化を、ということであります。

財政健全化と言いますと、どうしても締めるということが優先されるわけで、市民の側から

しますと、いろいろな点で不便になるのではないか、制限されるのではないかという不安が

先立つわけであります。そうした市民の不安を解消するためには、やはりこの福祉、くらし

を市政の中心に据えて、そこはもう確保するという立場を明確にしながら、市民の皆さんに

は安心して暮らしてもらいながら財政健全化を図るということが求められている命題であり

ます。そうしたことから提起したいと思います。 

ご承知のように、全国どこの自治体でもそうですが、いわゆる公共事業、建設事業中心の

社会資本投資型の市政といいますか自治体といいますか。そうしたことが全国的な自治体の

方向でありますが、ここを転換したらどうかということであります。 

私が申し上げるまでもなく、南魚沼市では既にそうした方向で進み始めております。市で

は財政健全化計画でも、あるいは１８年度予算でも投資的事業の削減の方向を打ち出してお

ります。１８年度予算の構成比を見てみますと、南魚沼市は民生費では５.９パーセント増え

て１８パーセントであります。土木費は２.９パーセント減額されて１４.５パーセントであ

ります。 

皆さんもお気づきだと思いますが、地方自治体の中で民生費と土木費が逆転する自治体と

いうのはそうありません。ちなみに新潟県でいいますと、新潟県の場合は本年度予算で、土

木費が２１.７パーセント、民生費は６.５パーセントですから。そういう点から言っても、

既に南魚沼市はそうした方向へ進んでいるというふうに私は感じているわけであります。 

これは私が１２年間塩沢町を含めての議員活動でありますが、そうした活動の中で、こう

した逆転する予算書を見たのは初めてなのです。大きな感動を覚えました。しかし私は、わ

が党はこの市政の与党ではありませんので、この一般会計に賛成することはしませんでした。

一般会計は包括予算でありますから、是々非々いろいろあるわけですからそこは酌んでいた

だきたいと思うわけであります。 

１０月に長野の佐久市に視察に行ってまいりました。ここでの佐久市の予算構成比を見て

みますと、土木費が１４パーセントで民生費は２８.１パーセントです。福祉、くらしを市政

の中心にして、しっかりした市政を運営しています。非常に元気のいいお年寄りが大勢いま
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す。町なども非常に活性化しています。医療もそうです。医療費は全国最低なのですね、１

人あたりの医療費が。そういう福祉中心の予算が、市政がいかに素晴らしいかということを

目の当たりにしてきたわけであります。 

こうした厳しい財政事情の中でありますから、そうはいっても大変であるということは私

も重々承知しております。しかしながら、公共事業は投資する、物をつくる、橋を架ける、

道路をつくる。それによって経済効果というのはあるのです。けれども、福祉の場合は、福

祉を進めることによって医療、介護、あるいは保育、いろいろな面で雇用がまた増えてくる

のです。確かにサービスが増えれば負担も増えるわけですけれども、その分雇用も増えてく

る。雇用も増えるということは、市がまた活性化するということでもあるわけです。私は、

そうした中で市民が暮らしていくうえでの不安感が解消されていく。このことが何よりも大

事ではないかというふうに考えております。 

皆さんもご承知のように、夕張市では町を出ていく人が相次いでいます。行政難民などと

いう悪口を言う人もいますが、これを国が傍観しています。私はこれは許せないことだと思

いますが、全国では既に借金をすることができない自治体が、３０自治体もあるそうです。

夕張市だけではないのですね。それで、借金するには許可が必要な自治体、これが４００市

町村もあるということでありまして、この南魚沼市でもこうしたことを他山の石としていか

なければならないと思います。 

いずれにしてもこの不退転の決意で財政健全化を図るということが、市民のくらしを守る

ことでもあるわけでありまして、私はこの見解について市長のお考えをお聞きするものであ

ります。 

２ 入札制度の改善を進めて経費の節減を 

次に入札制度。これを改善して経費の節減を図れないかということであります。昨年、決

算審議の議会でしたか私がお聞きしましたら、昨年の入札件数は２５０件もあったわけです。

この中でいわゆる談合が行われているであろうと言われる入札率で９６パーセント以上、最

近は９５パーセント以上だそうだと言うような人もいますが、９６パーセント以上というこ

とになると、その件数は南魚沼市の場合は１６０件ということです。 

談合が行われているであろうといったところで、何ひとつ証拠があるわけでありませんの

で、どうこうということではありませんが。しかしやはり全国的に、一般的にそう言われて

いるそこは、やはり改善の余地があるということではないかと思うわけであります。 

ご承知のように、新潟市では長い間この談合問題に取り組んできました。最近では入札率

が大体８８パーセントくらいで推移しているというのです。これは非常に大きいと思うので

す。例えば南魚沼市が同じように８８パーセント台で推移する部分が増えてくるというと、

私は数億円の経費が浮いてくるのではないかというふうに考えるわけです。 

これはそうはいっても、なかなか大変だと思いますが、私はこうした財政事情の中ですか

ら、意を決してやはりこの入札件数の改善に取り組むべきではないか、というふうに思うわ

けでありますがお聞きをいたします。 
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３ 南魚沼市の市民生活、雇用実態を調査して格差の是正を 

次に南魚沼市の市民生活、雇用実態を調査して格差の是正を図るということに、ひとつ市

が力を尽くしてもらいたいということであります。一口に言えば、正社員が減ってパート、

臨時、この雇員の割合が高まっているという実態であります。ワーキングプアと言われてお

りますが、全国的な基準では年収２９０万円。この人たちがいわゆる働いても働いても楽に

ならない、いわゆるワーキングプアの階層というふうに言われております。 

そういうことでありますが、全国的にはいざなぎ景気を超えたとか、大企業、金融機関の

利益はバブル期を越えてまさに我が世の春ということでありますが、一般市民からしますと、

何が豊かになったのだという思いがありまして、全く実感がないわけであります。地方自治

体における税収の伸びも税源移譲を含めても期待するほどのものはないわけであります。 

それどころか市民の側から言いますと、いろいろな意味で滞納が増えている。市税である

とか国民健康保険税、あるいは水道料金、保育料といろいろな分野に滞納が広がってきてい

るということであります。私はやはりこの根底には格差社会の深刻な進行があるというふう

に考えるわけであります。 

ワーキングプアと呼ばれている階層、生活保護水準以下の世帯と言われておりますが、全

国では４００万世帯、６５０万人というふうに言われています。また、働くものだけでなく、

中小零細企業の廃業も１６万件ということでありますから、こうした全国的なこの傾向の外

へ南魚沼市があるわけではなくて、やはりこうした中にあるわけですから、同じような事態

が進行していると思うわけであります。 

私はこの間、個人や企業についていろいろ聞いてもみました。もちろんこの大きなまちの

こと、私ひとりくらいで聞いたって何ひとつわかるわけではありません。九牛の一毛といい

ますか、本当に何がわかったというわけではありませんが、それでも実態の一部を私は知る

ことができたというふうに考えています。 

官製の資料などもいろいろお願いして見せてもらったりしました。まずこの働くものの実

態ですが、正雇員が減って、臨時、パート、派遣労働者が増えているということは事実であ

ります。平成８年、これは合併前ですが、塩沢、六日町、大和の全労働者は２万４,０７６人

ということでありますが、この中での正雇員と臨時雇員の対比は８対２くらいです。まだま

だ良かったのです。ところが平成１６年になると、これが２万５,５５８人の労働者の中でお

およそ６対４という割合になって、２０パーセントも臨時雇員が増えている。これは官製の

資料でこういうことがわかるわけですが。 

しかし、これは私の聞き取り調査ではとてもとてもこんなものではありませんで、ほとん

ど臨時雇員、派遣、パートあるいは何て言いますか、請負と言いますか。請負という形で、

実際には臨時労働者なのですね。そういう形で働いているという実態が非常に多かったわけ

です。 

また、この賃金をいろいろ聞いてみたのですが、いわゆるこのワーキングプア階層の基準

と言われる年収２９０万円以下の人々ということで、「お前さん、どのくらいの年収になる」
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というような話をしますと、年収３００万円以上というような人は本当に少ないです。ほと

んどがこれ以下。したがって、１人で働いていればほとんどいわゆるワーキングプア階層と

いうことになるわけで、複数の働き手があってはじめて一家が成り立っているというのが、

私は実態だと思ったわけであります。 

企業の側の考え方もやはり違います。コストを引き下げるために、いかに人を安い賃金で

雇うかということに意を砕いています。これは私どもの世代でいいますと、私どもはバブル

以前に働いていたわけですが、その時代ではやはり企業が人を雇う場合には、俺のところは

これだけ出すからとか、あるいはボーナスもこれだけ出すからとか、退職金はどうだとかと

いうふうに、いい条件を示しながら人を雇ったわけです。ところが今は逆なのです。いかに

安く人を雇うか。つまり下の方へ向けて競争しているわけです。どん底へ向けて競争してい

るわけですから、これでは良くなるはずはありません。 

そういう実態があるわけでありまして、本当にこれは大変だと思うわけです。こうした傾

向に官公庁の責任が、私はなしとは言えないと思うわけであります。国も県も公務員給与の

引き下げということを盛んに言っています。当市でも５パーセントの給与の引き下げを行い

ました。わが党はこれには地域経済に与える影響が大きいということで反対したのでありま

すが、危惧された悪影響が出ているというふうに私は考えております。 

いずれにいたしましても、企業には減税、一般市民には増税で、税金が払えないという人

たちがますます増えているわけであります。この税金を払えない人が増えるというような社

会は、豊かな国でも、美しい国でもないと私は思うわけであります。こうした市民生活の実

態を調査して、市で取りうる処置、当然市は市民の生活実態についていろいろな調査をして

いると思いますが、やはりなすべきことを、やるべきだというふうに思うわけですが、お聞

きをするものであります。 

４ 市が発注する公共事業において人件費の適正な支払いについて業者指導を 

次に市が発注する公共事業についての人件費の適正な支払い。これについて、業者指導を

していただきたいということであります。公共事業が私は目のかたきにするような感じを受

けている皆さんもいるかもしれませんが、公共事業は必要な部分は必要なのです。先ほどの

斎場の話もありましたが、必要な部分はやらなければならないです。その場合にやはりきち

んと適正に公金の支出がなされるかどうか、これが重要であります。地域経済に非常に大き

な影響があるわけでありますから。その中で特に私はこういう時代ですから、人件費の適正

な支払い。これについてひとつ市が意を尽くしてもらいたいと思うわけであります。 

市が発注する公共事業が減ったといっても、やはり年間では大変な額になるわけでありま

す。このうちのどのくらいが市民の手に労賃として、あるいはいろいろな資材の販売のマー

ジンとして入るのか。私は正確なことはわかりませんが、かつての公共事業、私どもの青春

時代の公共事業というのは人海戦術でして、砂防工事などでも工事費の７０～８０パーセン

トが人件費でしたよね。ひとつの現場に２００人も３００人も女諸も男諸も集まって工事を

しているというような時代があったのですが、今は違います。今はもう機械が中心ですから。
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したがって、工事費も約３０パーセントくらいと言われています。 

それでもしかし大変な額になるわけで、これがきちんと働く人の手にわたるかどうかとい

うのは大変重要であります。こうした問題で業者との話し合い、指導これをすべきではない

かと思うわけですが、お聞きをいたします。以上、雑駁な話を申し上げましたが、あとは議

席で聞きます。 

○市   長  笛木議員の質問にお答えいたします。最初に、予算関係も賛成したくても

賛成できない立場といのもご説明いただきましてありがとうございました。私もまだ３年、

町長を含めて３年ちょっとでありますが、共産党の議員から賞賛をいただいたのは初めてで

ありました。感激をいたしているところであります。できうれば来年度予算から今度は予算

案にも賛成してもらえば大変ありがたいと思うところであります。 

１ 福祉、くらし優先への市政転換で財政健全化を 

さて、福祉、くらし優先への市政転換で財政健全化を。今ほど笛木議員からもお調べいた

だいたように、ほぼ転換済みということでありまして、これをもっともっと増大させよとい

うことなのかもわかりませんが。そうそう何ていいますか、片方が抜きん出て、片方が下落

していくという形では、やはりバランスも崩れるような気がしております。この市内も多く

の課題が山積しておりますけれども、一番はやはり財政の健全化を成し遂げなければならい、

これが最大の課題でございます。そして行政運営の中心、これは常に市民の皆さんでありま

す。市民のために、ということであります。市民がおりますとやはりくらしがあるというこ

とであります。 

ご承知でありましょうが、１８年度は人件費の削減を始めとして、歳出削減を図る一方で、

市民サービスの向上のために子育て支援や教育振興、これには重点的に予算を配分したとこ

ろであります。１９年度も引き続き削減できるところは削減しながら、市民サービス、過度

なサービスは慎みますけれども、本当にくらしを守るためのそういう部分というのはきちん

と確保していくという覚悟でございます。 

保健、医療、福祉この分野はおっしゃっていただきましたように、ある程度体制を進めま

すと、そこに雇用も必然的についてくるということもございますので、この分野については

特にそういう面で雇用創出のことも含めて取り組んでいかなければならないというふうに考

えております。 

財政状況でありますけれども、少子高齢化の進行。私どものところは高齢化率が２５であ

ります。やはりこうなりますと社会的な活力も――これがもっと上がる、今日のそれこそ新

聞でありますと、将来的には２０５５年ですか４０パーセント、４０.４パーセントくらいに

なるということです。とてもとても２人に１人が高齢者ということでありますから、こうい

う社会というのは本当に成り立つのかどうかちょっとわかりませんけれども。あと５０年も

先でありますので、私たちがどうこう考えてもいたし方ないところですが、そうならないよ

うに今からきちんと対応していかなければならないことだと思っております。 

そのために、ずっと触れておりますけれども、何をいち早くやるかと言いますと、やはり
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市の内部、職員を含めた内部の行政のスリム化であります。これを進めないことにはどうし

てもやはり削減ができていかない。これは自明の理であります。そういうことも含めて部制

の移行、そして人員削減を進めるということであります。 

今でなければできないチャンスであります。昨日も触れましたように、団塊の世代の方の

大量退職。ここでまだ分散化がそのままでありますと、やはりそれに対応した職員を採用し

なければならないわけであります。集中化をすることによって、職員採用を相当低くおさえ

られるということであります。 

そういうことも含めて、市民の皆さん方からいただいた税金を有効に活用するということ

だけに専念をして、いろいろまた知恵を絞っていきたいと思っておりますので、ご理解をお

願いいたします。 

２ 入札制度の改善を進めて経費の節減を 

入札制度の改革でありますが、これはいろいろ官製談合とかそういう問題がございまして、

新潟市がいち早くこの官製談合問題が勃発したわけであります。新潟市は改善策として予定

価格の事前公表や電子入札を取り入れたり、いろいろ試みたわけであります。しかし、それ

が今、落札率８８パーセント前後でしょうか、そういう結果に結びついていることは事実だ

と思っております。 

しかし、今、国交省もちょっと発表しておりますように、いわゆる最低価格をきちんと守

っていかないと、今度はいわゆるダンピングですね、そういうことを許すようですと、工事

の何ていいますか、完成精度の問題。あるいは下請けですね、これは大手業者がこれをやれ

ばいくらでもできるわけです。ここで実質的にしわ寄せがくるのはその下請け業者というこ

とでありますから、こういうことの防止のためにも過度の安くさえ落とせばそれでいいとい

う、そういう風潮もやはり改めていただかなければならないと思っております。 

私どもの市では、昨日、笠原議員にもお答えいたしましたように、制限付一般競争入札方

式、これが今ほとんどであります。価格の事前公表も試験的に行っているところであります

が、１９年度からは、なおまた事前公表の部分を相当増やしていこうと思っております。こ

れは官製談合を防ぐうえでの一番の有効策であるわけであります。価格を漏らすと言っても、

出ているわけですから、それ以上のことはないわけであります。 

ただ、これをやってみますとやはり落札率が若干下がっているわけであります。この傾向

が本当に続くのか、一部の限定された部分であるからそういうことなのかという、まだ見極

めができません。例えば、すべて市の発注工事を価格の事前公表に切り替えた場合、本当に

そういう現象が出るのか、高いところで推移するのか、これはちょっとわからないわけであ

ります。その辺も含めてなお研究を進めながらやっていくわけでありますが、事前公表を相

当数増やしていくという方向で、検討に入っているところであります。 

この改革を進める。ここの部分でおっしゃっていることは、要は落札率を下げて、そこの

浮いた部分をきちんと有効活用せよということでありますけれども。４番の方にまたつなが

るわけでありますが、例えば制限をつけないで一般競争入札をやりますと、昨日も触れてお
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りますように、本当に小さな工事まで今、大手の皆さん方は入ってきております。市内全般

の工事を例えばそういうふうに踏み切った場合、相当数の工事量を大手ゼネコン、あるいは

準ゼネコン、これらが入札に参加をして落札していく可能性が非常に高いわけであります。

しかも、確かそうなりますと相当落札率は下がると思われます。 

市は例えば、そうなればそれなりの効果があったということでありますが、今度は市内の

業者、それこそ働く人たちにも大きな影響が出るわけでありますので、ただただ、そういう

ことだけに専念をしていられないわけであります。どういう方法を――事前公表を全部しま

すと、官の方のいわゆる談合部分と言いますかは全く防げるわけですから、あとは業界の皆

さん方がやはり良識をもって入札に参加をしていただくと、これを指導していくよりほかに

ない。 

今、談合という部分が行われているというふうには認識はしておりません。おりませんが、

そういうことを本当に徹底してもらうということも、建設業界の皆さんに、私は一応おいで

いただいたときには、こういう時勢でありますからとにかくそういうことには気を配ってく

ださいということだけは申し上げてございます。 

ですので、この改革は進めますけれども、それが経費の節約に即なるかどうかということ

は断言できないわけでありまして、ただ単に落札率を下げるということだけの改革というこ

とにはなりえないということをご理解いただきたいと思います。 

３ 南魚沼市の市民生活、雇用実態を調査して格差の是正を 

３番目の、ワーキングプアといわれることの件であります。それで雇用実態を調査しては

どうかということであります。ただ、年収２９０万円以下それをもってワーキングプアとい

うことではないと思うのですけれども。考えますと、今、本当に民間で年齢のある程度若い

皆さん方が２９０万円というと、月収が２０万円以上ですね。２５万円で３００万円になる

わけです。それほどそんなに多額の月収をいただいている若い人はまずいないと思います。

そうすると全部ワーキングプア、これだけで言いますとね。ですから、何かその定義の仕方

がちょっと私はわからない部分があるのです。 

それで例えば、正職員でなかったり。正職員でなくて、月収２０万円以上を得るなどとい

うことはまず今の社会で――それは年齢が相当上がったり、特殊な技術を持っている方は別

にいたしましても、２０代、３０代の中でそういう人というのは、私はほとんどいないと。

市役所だって、新採用の大卒でも１５～１６万円です。ワーキングプアでしょうか、これは。

これは笛木議員に言っているのではなくて、そういう定義の仕方というのがちょっと、何を

もってワーキングプアが２９０万円だと。 

そこがちょっとわからないわけですが、私どもも平成１９年度策定予定の産業振興ビジョ

ンの中で、企業誘致や新産業創出等を積極的に検討するということでしておりますので、検

討資料とするために調査制度が確保できる、そういう手段、手法があれば実態調査を検討し

てみたいと思っております。これからちょっと検討させてください。今、触れましたように、

ワーキングプアそのものの定義をもっとよく、私はそこをごくごくの深いところを理解して
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おりませんのであれですが、これをもう少し理解を深めながら。 

税金を払いたくても払えない人が増大する社会格差。これは確かに払いたくても払えない

ということがある人もいるわけであります。けれども２９０万円そのもので、という部分が

どうもちょっと私はわからないところがありまして、あまりこのことについてワーキングプ

アというような話をしたくはありませんが、実態調査についてはやはりやっていく方向がい

いのだろうと思っております。今、触れたように、調査制度が確保できなければこれはやっ

ても無駄でありますので、それらの方法、制度が確保できる手法があるかどうかを含めて検

討させていただきます。 

４ 市が発注する公共事業において人件費の適正な支払いについて業者指導を 

４番目は市が発注する公共事業について人件費の適切な支払いについて業者指導というこ

とであります。これが２番目の入札制度との問題、いわゆる落札率との問題にも関わるわけ

であります。昨日、これも笠原議員に申し上げましたが、私は制限付の一般競争入札をずっ

と進めていくつもりであります。価格の事前公表に踏み切ってもですね。全てのことについ

て一般競争入札ということになりますと、もう市内の業界は大体崩壊するというふうに思っ

ておりますので、これはこれでいいわけですけれども。 

ではただ、落札率を下げろ下げろということだけを声高に叫びますと、請負った業者の方々

は何を削るかと言えば、資材はなかなか調達するのに自分のところにあるものではありませ

んからそうそう安く調達はできない。何を削るかというと、やはり経費部分、あるいは人件

費をある程度押さえていくということにならざるを得ないのだろうと思っております。が、

決められた労務単価もあるわけでありますので、それはきちんと守っていただくように、常

に指導もしておりますし、お願いもしているところであります。 

資材調達についても、本来、市内の中で全て調達できれば一番いいわけでありますけれど

も、これについては、例えばＵ字溝はどうでも市内の業者から購入しろとか、そういうこと

は申し上げることができませんので、お願いはいたしますけれども強制的な部分はちょっと

とれないということです。賃金の一番はやはり不払いや不当な支払い、こういうことのない

ように。もしあれば、これはまたその然るべき行政官庁が指導を行うということになってお

りますので、私どもはそういう面についての喚起、指導とは言いません、喚起を促していく

ということでひとつご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

○笛木信治君  １ 福祉、くらし優先への市政転換で財政健全化を 

いわゆる始めの福祉、くらし優先への市政転換。私、ここで申し上げたいのは、この財政

事情の中ですから、従来型の建設事業をやはり主とした市政の運営の仕方ではもう行き詰っ

てしまうと。この点では市長もやはり同じような思いを持っているというふうに、私は今年

の予算を見てそう感じたわけです。 

なぜこうしたことを今、申し上げるかと言いますと、やはり一番私どもが懸念しなければ

ならないのは財政破綻であります。これは放っておけば、もう当然景気対策ですれ、公共事

業ですれ、あれもこれもというのは見えてきますから、そうやったらもう必ず財政破綻にい
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くわけで、そこへ向かわないためにもやはり私はここに性根を吸えて取り組む覚悟が必要だ

と思うのです。 

生意気なことを申し上げるようですが、自治法では第１条２項で、自治体の本文は福祉を

保持するというふうに謳ってありますから、市長が雪堀りも道路を作ることも福祉だと言い

ます。そのとおりなのです。それも福祉ではあります。やはりそれも福祉でいいのですが、

とにかく自治体は住民の福祉を保持するのだということを、市長以下、職員もそこを肝に銘

じて取り組んでいくと。そうすれば私は財政破綻は免れて、必ず健全化の方向へ向いていく

というふうに考えています。 

それは、市長は先ほどの答弁で、そうは言ってもここですっぱりとそうした転換をしてと

いうようなわけにはいかないわけですが、しかしながらこの新潟県の財政事情の中にあって、

やはり県下でワーストワンと言われた財政事情の中でも、土木費、民生費を転換させた予算

を組んだということは、私は南魚沼市が県下に誇っていいことだというふうに考えておりま

す。この方向をぜひ伸ばしていただきたい、頑張っていただきたいというふうに思うわけで

あります。 

２ 入札制度の改善を進めて経費の節減を 

入札制度の改善でありますが、これは予定価格を事前に公表してというやり方ももちろん

私も提起してまいりました。そうしたことも含めて改善していくわけでありますが、当然の

ことながら一番の問題は地元業者と県外業者、ゼネコンとのやはり兼合いであります。我々

も地元業者優先ということを言ってまいりましたし、ややもするとそこから談合も必要悪と

いうようなことを言いながら、私どももそういう声も聞いた覚えがあるわけですけれども。 

バブル以前のそうした時代、そういう時代の名残を引きずっていては、もはやいけないと。

こういう財政事情の中ですから、ここはやはりきちんと割り切って公正な競争をしてもらう

ということをやるべきだと思う。もちろん下限があるわけですから、下限以下の落札という

ようなことは品質の低下にもつながります。そうしたことを避けながら、やはり厳正な公正

な競争が行われるような改善を進めていくべきだというふうに。 

これは何から先に手をつけていいか、というようなお話もありましたが、私はやはり断固

取り組むということが大事だと思うのです。今、方々で問題になっているいろいろな不祥事

も、この改善に取り組むという姿勢の中では、そうした不祥事も起きてこないと思うわけで

あります。そこら辺のお考えをもう一度お聞かせ願いたいと思います。 

３ 南魚沼市の市民生活、雇用実態を調査して格差の是正を 

それから市民のくらしの実態調査。ワーキングプアの定義について。私もこれを聞いてま

わったのですが、２９０万円なんて貰っている人はいないですね、実は。ほとんど女の人で

言えば、月に５万円から８万円くらいですし、本当にこれほどの給料を貰っていないのです

けれども、ＮＨＫの放送あたりを聞いても、全国新聞を読んでも２９０万円がワーキングプ

アのいわゆる基準というふうに言われております。私はそういうふうに考えてみますと、や

はりいかにこの地方の我々市民が貧しいかということであります。 
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こうした実態の中で、今の市政運営が困難にされているわけですから、この実態を今、市

長は調査も検討しなければならないという回答をいただきましたが、ぜひ、ひとつ調査をし

ていただいて、何を今、市が行えば喜んでもらえるかというあたりをひとつ研究してもらい

たいと思うわけです。よろしくひとつお願いします。 

４ 市が発注する公共事業において人件費の適正な支払いについて業者指導を 

それから公共事業の人件費、この適正な支払い。これは私はいつも申し上げるのですけれ

ども、公共事業の積算。資材、人件費にしてもそれぞれ基準があって積算するわけです。問

題は基準で積算された額、業者がそれを受けて１０パーセント落ちで受けたと。例えば単価

は私、知りませんけれども、丈三一丁、柱四寸角１万円だとして、１０パーセント落として

受けたのだから９,０００円で買わなければならないということで、材木屋さんに行って９,

０００円で買う。だけれども１００本買うからもう５パーセント落としてくれというような

ことは、それは業者の努力ですから、あり得ることなのです。 

それはあっていいと思うのですが、人件費の場合はそれとはちょっとおもむきが違うと思

うのです。人件費の場合は、これは三省協定賃金では実勢単価を基準にしていますから、今、

いくら払われているかということが基準で毎年決まるわけでしょう。１年に１回決まるわけ

ですから、各県によって単価が違うわけです。だから今これだけ払われていますという調査

があって決められて、それで積算するわけですから。貰った業者は払っているはずなのです、

それを。だから当然貰った額は貰った額で払わなければならない。 

しかしこれも、私の聞き取り調査ですが、聞き取り調査で申しわけないのですけれども、

例えば土木作業、普通作業員１万２,５００円くらいですか、設計単価でいいますと。実際に

は現場で普通作業員、これは型枠工や足場組のそういう職人はまた単価が違うのですけれど

も、普通作業員ですがそんなに１万２,０００円ももらっている人は１人もいないです。大体

８,５００円くらいから９,０００円くらいです。そうするとやはり適正に支払われていると

は言えないのです。 

これはやはり垂木や柱とは違うのです。これだけ払ってやるから、ということで基準を決

めて設計したわけですから、それを受けた業者はいやなおうなではなくて、それは払わなけ

ればならない。払っていたはずなのですから。そういう前後関係のある話ですので、私はそ

こをきちんと役所の方でも指導をして、払ってください、ということを言ってもいい。そう

いうふうに考えますので、そこをもう１点お願いします。 

○市   長  笛木議員の再質問にお答えいたします。 

１ 福祉、くらし優先への市政転換で財政健全化を 

１番の福祉、くらし優先の市政転換。これは意識をして取り組んでいるところでありまし

て、健全化計画の中でも先ほどちょっと申し上げましたが、投資的経費の抑制は１８年度予

算では１０７パーセントの達成率であります。 

しかしながら、行政水準の明確化というこれは、いわゆるサービスを本当にこの水準でい

いのかという部分であります。これが福祉関係にほとんど該当するわけでありますけれども、
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この達成率は２４.３ということであります。ここで達成しなくていいという意味ではありま

せんけれども、こういう部門というのはなかなか目標に掲げてみても、やはり個々別々各論

になりますと、非常に大きな影響が出るわけであります。十分留意をしながらやっていかな

ければならないという、このことがこの数字だというふうにご理解いただきたいと思います。 

ただ単に投資的経費だけを抑えればそれでいいということでもありませんので、総合的に

考えてやらせていただくということですが、ご理解をいただきたいと思います。 

２ 入札制度の改善を進めて経費の節減を 

２番目の入札制度の改革であります。おっしゃっていただきましたように、私も先ほど触

れましたように、制限をつけないでの一般競争入札ということになりますと、非常に市内の

大きな雇用の場でありますこの建設業界に大きな影響が出るわけでありますし、それらはや

はりある程度防止をしていかなければならないと思っております。ただ、入札制度の改善は

常に進めるわけでありまして、触れました制限付一般競争入札、あるいは予定価格の事前公

表もその大きな柱であります。５００万円以上の工事につきましては、「工事成績評定」を実

施いたしまして今後データを蓄積して、品確法という法律があるようですがこれに基づく総

合評価方式、こういうことも含めて時代のニーズに合った新しい入札制度、あるいは契約方

式の導入を検討していきます。 

当然ですけれども、適正な入札方法の改善、そして工事検査によります適正化に努めて、

経費の節減をやはり図れるところは図っていかなければならないというふうに考えておりま

す。 

３ 南魚沼市の市民生活、雇用実態を調査して格差の是正を 

ワーキングプアといいますか、この実態調査であります。先ほど触れましたように、「産業

振興ビジョン」の策定の中で、この検討資料にやはりするということ。そしてその調査の精

度がきちんと確保できるようであれば、実態調査を検討してみたいと思っております。いわ

ゆる検討の前段階ということでご理解いただきたいと思います。 

４ 市が発注する公共事業において人件費の適正な支払いについて業者指導を 

４番の人件費の件であります。一時ダンピング的な受注が進みまして、議員ご承知だと思

いますけれども、積算基準――いわゆる国、県が発行します工事単価ですね、その人件費―

―これらは、全て聞き取り調査によったうえでの部分で入ってくるわけです。新潟県は異常

に低くなってきたのです。というのは、やはりそのダンピング等が進んだ中で本来払ってい

る金はこのくらいだということを正直に言ってしまったというか。それで結局、新潟県内は

例えば普通作業員、あるいは委嘱でも何でもその程度でいいのかと、こうなってしまうので

す。 

ですから、業者の皆さん方も本来、それは払ったことは確実に帳簿で証明した部分をつけ

て出さなければなりませんので、実際払った額を出してしまうのです。そして徐々に徐々に

低くされてきたという経緯がありまして、業界の皆さん方もそれはやはり反省しているわけ

であります。本当にきちんとしたお金を払っていれば、やはりきちんとした部分で積算に対
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応していただけるわけですので。 

ですから、そういうことも今、業界の皆さん方も確か相当意識をしていると思いまして、

やはりある程度、１００パーセント設計単価に基づいたお金を払っているかどうかはわかり

ませんが、そういう方向に改善してきていると思います。なお一層、いわゆる適正な賃金、

人件費を支払いいただくように、私どもも呼びかけはしていきたいと思っております。以上

であります。 

○笛木信治君  終わります。 

○議   長  暫時、休憩といたします。休憩後の再開は３時１５分といたします。 

（午後２時５５分） 

○議   長  休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

（午後３時１５分） 

○議   長  一般質問を続行いたします。質問順位２２番、議席番号８番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  市民の皆様には年末のお忙しい中にも関わらず、傍聴においでいただきま

してありがとうございます。平成１８年豪雪から早１年が経とうとしております。スキー場

関係者にとっては降雪が待たれるところでありますが、私は降雪をみますと、あの苦しかっ

た記憶がよみがえってまいります。 

我々、市民クラブは昨年の教訓を生かし、市民の皆様に安心、安全な道路を確保すべく、

道路除雪の体制について万全を期すよう、市長に対して申し入れを行ったところであります。 

さて、今定例会は地方自治法一部改正に伴う市条例の一部改正審議、揚水設備特別会計の

廃止を含む一般会計補正予算審議。そして市の機構改革の出発点となる部制条例の審議等、

重要案件のために開かれているわけであります。 

広く国内を見渡せば、３人の知事が不明瞭な金の流れで逮捕され、議員については辞職勧

告議決を突きつけられるものまで出たという状態であります。私は議員として、自ら襟を正

し、市民の皆様が主役であるという思いを新たにして、この本会議に臨んでおります。 

答弁も含めまして、質問時間が長すぎるという、そういう声がどこからともなく聞こえて

まいりましたが、議員は市民の皆様の声を代弁しているわけでありますから、許された時間

を最大限活用することが義務であると考えております。市長は冷静にかつ明確に、そして時

間はさておき答弁されるものと期待しております。それでは通告にしたがいまして、壇上よ

りの質問をいたします。 

１ 保健、医療、福祉について 

まず、保健、医療、福祉についてであります。後期高齢者医療広域連合の設立に向けて、

粛々と準備が進められているなか、当市においては７５歳以上の人口がこの７カ月の間に１

４２人増えております。さらに、老人保健医療給付費がこの１年間に３.５パーセント増加し

ております。全県で保険料を標準化するこのときに高齢化の進む当市にとっては、保険料の

算出方法は重要であります。そして、健康事業を全市的取組みとして推進をし、明るく住み

よい市を目指す医療費削減に向けての動きを強める必要があると考えます。 
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そこで、健康運動教室、筋力づくり教室等で実践されているけんこつ体操を市の「地場産

業」に発展させていく考えはないか。 

２、後期高齢者医療の保険料算出方法をどのように考えているかであります。 

２ 産業振興について 

次に産業振興についてであります。今年産米の作況指数が９８のやや不良と見込まれるが、

一等米比率は９４パーセント前後と、昨年を上回る品質確保ができたわけであります。１１

月実施の入札においては、３万円台をつけるという歓迎すべき情報も入ってきておりますが、

来年度から実施の新たな米の需給調整システムが、当市の農業に大きな影響を与えると考え

ます。そこで地域間調整を利用して、減反率を低く全市で統一をしていく方向に変換はある

のかであります。 

３ 教育について 

次に、教育についてであります。教育基本法改正案が衆議院で自民党の単独裁決により可

決され、参議院に送られて審議中でありましたが、去る１２月１５日、参議院本会議におい

て可決、成立をしたわけであります。 

当市では新たに教育委員会委員１名が任命されることは、今定例会での重要案件のひとつ

であります。教育行政は市長部局より独立をし、その中心を担うのが教育委員会であります。

教育委員会の方針ひとつで、その自治体の教育は魅力ある教育になるか、時勢に流された教

育になるか決まると言われているくらい、大きな影響力をもった機関であります。 

ところが教育委員会の形骸化が指摘されて久しいわけでありますが、今回の教育基本法改

正案――ついに成立をいたしましたので改正教育基本法では、教育行政による教育内容の統

制がかなり進むのではないかと懸念をされております。 

そこで、当市の教育委員に教職出身者がいないことをどう考えているか。次に、教育行政

からの教育内容の独立についてどのように考えているかであります。 

４ 行財政改革、市民参画について 

次に、行財政改革、市民参画についてであります。今定例会に上程されている条例案によ

る市の目指す機構組織は、スリムで効率的な行政組織、意思決定過程の簡素化された組織、

機動性に優れた組織、市内分権や共同体性に対応した組織でありますが、行政サービスを提

供する側の問題改革としては評価ができます。 

しかしながら、行政サービスを利用する側の問題改革としては、大きな議論が必要である

と考えます。行政サービスのコストは提供する側のコストのほかに、利用する側のコストを

含めて計算をしなければならないと考えております。市民センターでのワンストップという

方法は、利用する側のコストの増大を伴わなければ実現できないものと考えております。全

体で見て行政サービスのコストが上昇し、市民の皆様の中に「不便」という一体感しか醸成

しないのではないかと考えております。 

また、施設整備の点では、本庁舎方式で庁舎整備を図るとき、コスト面で一体いくら削減

ができるのかを分庁舎方式と比較対照し、市民の皆様に明示する必要があると考えます。た
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だ単に１カ所集中であればコストが下がるという漠然とした話ではなく、数字ではっきり示

さなければ市民の皆様に納得はいただけないと考えております。 

こうした整備、改革を実施する場合、行政のおごりと誤解されるようなことがあってはな

らない。また、断固たる財政再建に取り組んでいるなか、来年度予算の経常経費についても

厳しい削減方針が担当課に伝えられているようでありますが、入札の方法についても見直す

べきところは見直していただかなければならない時期にきている、そう考えております。 

そこで、機構改革の企画推進に市民の皆様の意見をどう取り込むつもりなのか。現在のパ

ブリックコメントのやり方を見直す考えはあるのか。そして、物品の入札における最低制限

価格方式、こういうものについて見直す点があると考えているかであります。 

５ 住環境整備について 

そして、住環境整備についてであります。自分の住む町はそこに住む住民の皆様が主体と

なって整備をしていく。通りに花を植え、花壇を手入れし、庭は小奇麗にし、雪国に機能的

な落ち着きのある家をつくる。住民たちが住環境の美を競いあっている。行政はただ景観の

基本を示すだけで、住民が１００パーセント近い負担で実行していく。こうしたまちづくり

を、我々市民クラブは長野県小布施町で見てまいりました。住民の中に「わがまち」という

一体感が感じられたのであります。 

市長は旧９町村から３つの地区を選び、予算付けを行って、行政サービスの一部を代行し

ていただく。そういう考えを表明しておりました。そこで、統合され、廃校になった学校の

校歌を懐かしく思わない人はいないわけであります。校歌の歌碑を跡地につくるということ

は、その地域の一体感を呼び覚ますことに大いに貢献するはずである。公民館分館を持たな

い塩沢地区をはじめ、統合中学となった大和地域、小学校が廃校になった六日町地域の欠の

上、大月地区。特にコミュニティ醸成のきっかけとして、歌碑の建設は大いに役立つもので

あると考えます。そこで、統合され廃校になった学校の校歌碑をつくる気運を作り出す考え

はないか。以上であります。以後の質問については議席で行います。 

○市   長  寺口議員の質問にお答えいたします。議会の皆さん方は３０分という制限

時間があるわけですが、冒頭に申し上げましたように私には制限時間がございませんので、

時間的にそう余裕があるとは申しませんけれども、時間を気にしないで答弁申し上げますの

でよろしくお願いいたします。簡潔に申し上げます。 

１ 保健、医療、福祉について 

１番のけんこつ体操。これを市の「地場産業」に発展させていく考えはないかということ

であります。ご承知だと思いますが、今、市では脳刺激による認知症予防、筋肉刺激による

筋力の維持。これを目的とするレインボー健康体操――これはけんこつ体操のバージョンア

ップ版ということになっております――この普及を肥満等の生活習慣病対策、寝たきりに対

する予防介護のための大きな柱のひとつとして、ホップステップ教室、筋力づくり教室とし

て取り組んでいるところであります。 

運営にあたりましては、希望者を募ってサポーター養成講座によって指導者を養成し、ボ
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ランティアで運営にあたっていただいているというところであります。大和、六日町地域と

順に養成を行いまして、今年度は塩沢地域で２６名養成をさせていただきました。 

また４月には活動に参加していただいている大和、六日町地域の約５０名のサポーターの

皆さんの参加を得て、サポーターの会を結成していただきまして、筋力づくり教室を介護予

防事業に位置づけして実施をしてもらっているというところであります。 

１１月にはサポーターの会が教室参加者等に呼びかけまして、「筋力づくりの集い」を開催

したところ、１３０人の参加がございました。活動の広がりがまた今後への期待感につなが

っていったところであります。 

さて、この健康づくり、いわゆるけんこつ体操を市の「地場産業」に。これにはちょっと

なかなか何と申しましょうか、今のご質問をいただいた中でも、まだちょっと具体的な部分

を私が理解できませんで、どういうふうにお答えすればいいのでしょうか。 

健康づくりということの運動は、日常の中での反復をずっと継続しなければならないわけ

であります。例えば交流人口の増に結びつけようというふうなことをおっしゃるのであれば、

手段としては非常に難しいし、これを産業としてどうとらえられるか。地場産業という部分

については、ちょっとまだ私が理解できませんので、また後ほど具体的にお聞かせいただけ

ればと思っております。 

２番目の後期高齢者医療の保険料算出でございます。この制度では、医療給付にかかる費

用の５割を公費であります。４割を現役世代からの支援金、そして残りの１割を後期高齢者

の保険料で賄うということになっております。これは国保の世帯主課税とは異なりまして、

加入者１人１人に賦課・徴収するということであります。税ではなくて、賦課・徴収すると

いうことであります。 

１９年４月頃に制定されるであろう政令で示される基準にしたがいまして、広域連合が―

―初日にちょっと申し上げましたが確か１１月頃になろうと思いますけれども――条例で定

めることになるということであります。 

算定にあたりましては国保の例を参考といたしまして、人数割りの部分の応益割と、所得

に応じた部分の応能割を５０対５０の標準割合。基本的には広域連合内の均一の保険料にな

る見込みであります。資産割は採用いたしません。 

そこで、私どもの試算では、非常に我々の地域は、魚沼市もそうでありましたけれども、

医療費が低く抑えられているにも関わらず、拠出金が交付金より相当多くなると出ておりま

す。何か不公平だ。いろいろやはり予防活動に力を注いで医療費を少なく抑えているのに、

新潟県中の医療費を出さなければならないがゆえに、この地域から相当多額のお金が出て行

くということであります。 

これがどうも、医療費を低く抑えたところにそういう、今の国の施策でありますけれども

頑張っているところに頑張ったなりのことをちょっとしていただかないと、という思いは非

常にあります。考えれば全県下一律ということになりますと、いわゆる高額の医療費をかけ

ている地域の皆さん方に保険料が安く押さえられるようにという部分を考えれば、大きな意
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味で考えればそれでいいのかもしれませんが、ちょっと私は矛盾を感じております。これは

なかなか私どもや魚沼市程度が頑張ってみても、解消できる問題ではないかなと思っており

ますけれども、若干の疑義を感じております。 

低所得者に対しましては、現行の国保に準じまして３段階で保険料が軽減をされる。そし

て激変緩和措置として２年間は保険料が半額になるということです。今まで保険料を負担

してこなかった人、被扶養者ですね、この皆さん。社会保険の被扶養者。それから、県内

の保険料、これを基準にして決めるわけですが、なるべく市としては先ほど申し上げまし

たように、高齢者の負担が軽くなるようにとにかく意見・要望していくということに尽き

るわけであります。 

２ 産業振興について 

産業振興について。地域間調整を利用して、というこの文言でありますが、ご承知のよう

に、今日の新聞ですか、来年の作付部分が発表になったわけでありまして、わが市が２万３,

５６０トンであります。これは昨年より２５３トンの増。面積にしますと４６ヘクタール前

後ということであります。ここで増えたことはそれなりに率直に評価したいわけであります

けれども、実は内容を見ますと、需給、いわゆる販売実績が非常に低く抑えられているとい

うことです。これの影響分。多様な品揃えだったですかそういう部分に非常に多く配分して

おりまして、これは私どもの地域にとっては非常に不利な部分であります。 

今までは一生懸命米を売る、売れる、販売実績に応じた部分を相当強く見ますよというよ

うなことをおっしゃっていたわけですけれども、なかなかそこに反映をされていないという

ことであります。もう、いったん発表になればなかなか変更は難しいと思いますけれども、

また来年度に向けてやはりここの部分をもっともっと評価していただくようにやらないと、

私たちの、ＪＡさんも含めての戦略が全く無駄になりますので、このことは強く申し上げて

いこうと思っております。 

そして、この地域間調整でありますけれども、これも昨日ちょっと触れておりますが、県

外を含めた地域間調整というのは非常に難しい。県内でどれだけあるかということでありま

す。震災復興部分も含めて、去年、今年と割合とある程度確保できたわけでありますけれど

も、これらも震災復興が進んでまいりまして、非常に厳しい数字だろうと思っておりますが、

引き続きＪＡと協力しながらその地域間調整、これに精力的に取り組んでまいります。 

平成１７年、この地域間調整は大和で２７ヘクタール、六日町で５７、塩沢はゼロだった

んです。塩沢さんは当時は地域間調整に全然取り組んでいなかったわけであります。昨年、

合併いたしまして――昨年ではない今年、大和が１８ヘクタール、六日町が４０ヘクタール、

塩沢さんは一気に７０ヘクタールであります。 

これはインターネットに入っていくところで、旧と言いますかＪＡ魚沼みなみの方は早め

に登録していたわけです。早めに登録したのが後から出るようになった。最初は下だったの

です。塩沢さんはずっと遅れて登録しましたら、見る部分というのは今度は遅い方から出て

いったのだそうです。すぐ塩沢がぽんと目にとまって、それでそこへどんと申し込みがあっ
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てしまって、ＪＡ魚沼みなみの方はとんびに油揚げみたいな格好になってしまった。 

こういうことがやはり管内に２つのＪＡがありますと起きうるわけであります。やはりそ

こは昨日ちょっと触れていただきましたように、ＪＡが１つになっていただければこういう

問題は起きない。私どもの地域のなかだけでもこういうばらつきが出てしまったわけであり

ますので、極力そういうことにならないように。 

ですので、まだ１９年度の分が、例えば塩沢さんが７０を確保したのに、それをでは均等

に分けろなどということにはちょっといかないかもわかりませんけれども、なるべく早くこ

ういうギャップは解消していきたいと思っております。全市ですぐ統一ということは１９年

度はできませんけれども、極力早めに統一する方向で調整をしていこうと思っております。 

３ 教育について 

教育関係であります。ここは教育長に答弁させますけれども、教育委員に教職出身者がい

ないことをどう考えているか。これは教育長も答えますが、私の方からもちょっとお答えい

たします。特別この不都合は全くないということであります。そして教育委員の、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の中で、地方公共団体の長は第１項の規定による委員の任

命――これは教育委員でありますけれども――この委員の年齢、性別、職業等に著しい隔た

りが生じないよう配慮する。そして委員のうちに保護者であるものが含まれるように努めな

ければならない。年齢、性別はある程度今の教育委員の皆さん方は隔たりが生じていないわ

けであります。それから職業、これは無職という方もいらっしゃいますし、いろいろいます

けれども隔たりはありませんし、しかも教育行政に関しての識見、これらも全く遜色ないと

いうふうに私は考えております。 

教育長がどういうふうにお考えかはちょっとわかりませんけれども、教育長の方からも答

弁がありますが。私はこれについて全く不都合でもありませんし、その方が、やはり教育行

政をきちんとわかるという部分については若干欠ける面があるかもわかりませんが、わかり

過ぎて、知り過ぎてそれ以上のところになかなか目が届かないという、そういう弊害もある

というふうに私は感じておりましたので、特にそのことについて。ただ、入っていただいた

から別に不都合ということでもございません。 

４ 行財政改革、市民参画について 

４番、行財政改革、市民参画についてであります。まず、庁舎増築について。これがずっ

と触れておりますように、今、このキャパがどの程度あるか。どの程度入れられるかと、こ

れを調整中でありますし、ここに入る人数もまだ確定したわけではありません。したがいま

して、建設費用をかけなければならないかということは、まだわからないのです。 

先ほども触れましたが、例えば会議室程度で不足が生じることであれば、全く何て言いま

すか、費用をかけず――若干はかかりますけれども、プレハブであっても何であっても対応

ができる。そうでなくて、例えばきちんとした鉄筋コンクリート建ての部分を何平米か増築

しなければならないということであれば、またそれなりの。 

ですので、数字が今、示しえません。ただ話だけが増築、増築という部分が非常に大きく



 - 62 -

出まして、市民の皆さん方から若干誤解をいただいている部分もありますけれども、決して

理解をいただけないようなことにはならないと思っております。数字が出ましたら、当然で

すけれども皆さんにお知らせもいたしますし、そういうことでひとつご理解をいただきたい

と思います。 

ではここに集中させた場合、どれだけの利益が生ずるかということであります。投資費用

がまだごく定かでありませんのでわかりませんが、数字的にはもう間違いなく職員の減員が

できるということです。１４０数名の職員を削減していくという計画であります。１０年間

かけてですね。 

ところが、これがこのまま分庁方式でやっていますと本当に１０年かかってしまうのです。

１０年かかっても本当にそれができるかどうかわからない。ここに集中方式をとりますと、

この２年、あるいは３年のうちにそれがほとんど完結するわけでありますから。一番今、大

量退職が出るときであります。 

ですので、数字的に示すということになれば、職員の減員分、これは人件費であります。

１０億円前後の部分になるのだろうと思っておりますけれども、これは特にまだでは金額的

にどれだけのメリットということはきちんとはじいておりません。退職の皆さん方の動向も

今、勧奨退職を募っておりますしそれらも確定をしておりませんので、そういう部分をきち

んと出してからそれは出していけるものだと思っております。数字を出すには非常に私も気

をつけなければなりませんし、一旦出した数字というのはまたなかなか一人歩きをしますの

で、きちんと確定をしてからその部分はお示しをしたいというふうに考えております。 

ワンストップサービスという部分についてであります。利用者にとってのコストアップが

あってはならないと、そういうふうにしないつもりでやらせていただきます。例えば市民の

皆さん方が塩沢、あるいは大和の市民センターにおいでいただいて用事があったと。ところ

が市民センターだけで、例えば対応ができなかったという場合には、お客さんを、では本庁

に行ってくださいとか、何々課に行ってくださいということには絶対しない。そこで職員が

きちんと対応させていただいて、例えば本庁にどうしても来なければならない部分であれば、

本庁に職員が来て、あるいは本庁から職員が出向いてサービスをさせていただくという方法

をとりますので。それは若干の時間がそこに出るかもわかりませんけれども、市民の皆さん

方がそういう面であっちへ行ったり、こっちへ行ったりのたらいまわしにあったとか、そう

いうことはきちんと防いでいく方法を今、考慮しております。市民の皆さんに負担がかかっ

たり、あるいはご不便をかけたりということにはならないように努めているところでありま

す。 

それから市の政策立案への意見範囲としてのパブリックコメント制度。これは今、導入し

ているわけでありますけれども意見が非常に少ない。そういう面では残念であります。ホー

ムページ上の配置、あるいは利用方法などこれをもう一度検討いたしまして、多くの意見が

寄せられるようにしていきたいと考えておりますが、なかなかやはり相当考えてもそういう

部分が出てこないのが現状であります。 
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こちらから特定をしてお願いをすれば、それはまたあるかもわかりませんけれども、一般

的にネット上にぱんと出して、さあ皆さんご意見をということに触れましてもなかなか今、

出てこない。市民憲章の部分はちょっとは出てきていますか。まだ２件だそうです。 

ですからなかなかある意味では関心をもっていただけないのかもわかりませんし、関心を

もって見ていても、言うことはないというのかもわかりませんし。それはわかりませんけれ

ども、非常にそういう面ではどういうふうに対応すればいいのか、そういう制度的なものを

まだご理解いただいていない部分もあるのかもわかりませんので、もう一度検証してみたい

と思っております。 

また、市民アンケート、あるいは市政モニター、この制度と合わせまして、市民の皆さん

方からなるべく多くのご意見をいただいて、そのご意見がきちんと市政に反映できるように

努めていきたいと思っております。 

物品の入札における最低制限価格方式の見直しはどうかということであります。一般的に

競争入札でということでありまして、契約の相手方を決定する場合は安いところに決定をす

るということであります。が、工事や製造その他についての請負、こういう場合は今の方式

が通用するわけであります。・・・しなくなるのだな、そうですね。物品の場合はですね、一

度・・・例えば工事の場合は、出来上がった部分を検査して、そうでなければそれでそこは

また改修なり変更なり、負担がどちらかになるかは別にしてもそういう部分はできるわけで

すけれども、物品の入札につきましては、どうしてもそういうやり直しがきかない。あるい

はやり直しができても、非常に経済的な損失が大きいということが想定をされるわけです。

物を納めていただく場合は。それはご理解いただけると思います。工事とは違うという部分。 

入札価格が不当に安い、こういうことにつきましては、工事の場合でもそうですけれども

手抜き工事、これらが生じて損害を受ける恐れがあるとか、あるいは物品の場合も不正な物

品が入って、非常に恐れがあるということで、最低制限価格制度、これは設けられている、

これはご存知だと思いますけれども。この制度を・・・違ったな。工事関係はそういうこと

です。失礼いたしました。 

工場生産の品物。物品につきまして、工場生産等の品物でありますので、取替えや部品の

修繕が比較的容易だと――先ほどは失礼しました。反対を言いました――いうことで、最低

制限価格制度を設けていないということでありました。失礼いたしました、物品は。 

最低制限価格の廃止。これについては前段に触れましたように、手抜き工事やそういうこ

と、あるいは、まま不良工事等の発生を防ぐために、その廃止については考えておりません

けれども、この制限価格の設定が確か問題になると思われます。相当低いところに設ける場

合と、ある程度高いところに設ける場合とそれぞれ出てまいりますので、その内容に合わせ

て低価格の設定が可能になるように見直しはしていきますけれども、個々別々でありますの

で、全てのものについて、ここだ、あそこだということはちょっとその率だけで限定はでき

ないと思っております。 

そんなことでありますが、この物品の入札における最低制限価格方式について見直す点が
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あると考えているかと言われれば、見直す点はやはり若干出ているということだと思ってお

ります。 

５ 住環境整備について 

住環境整備についてであります。これは公費とかという部分につきましては、学校教育課

にと思っておりましたが、どうもご質問の内容がそういう方向ではないようでありますので、

私の方からお答えをさせていただきます。 

地域コミュニティの部分で来年から試験的に始まるわけですが、例えばその地域の皆さん

方が、いや我々の地域は、例えば廃校になった小学校の校歌碑を作ることで、やはり地域コ

ミュニティを造成していこうということで、ということであればそれはまたそれなりであり

ます。 

しかし、そのことをやるために、やはり予算という部分が必要になるわけですから、我々

の地域は他のことはしなくてもいいから、これをやろうとかそういうことにしていただきた

いわけです。その地域だけが特別に校歌碑を作るからと、それはやはり非常に考えさせられ

る部分がありますのでそういうことにはできませんけれども。地域コミュニティの一環で他

の部分は別にしてもこの部分はどうしてもやりたい、こういうことであればそれはそれで結

構だと思います。 

この校歌碑に限って申し上げますと、限定されるわけであります。例えば私どもの城内地

域は城内小学校。分校はありましたけれども、ずっと校歌は全部同じであります。ですから

校歌碑ということに限って限定しますとそういう問題はありません。塩沢地域の方でも統合

された部分とされていない部分。六日町の中では先ほど触れていただきました、大月や欠之

上にまたそういう部分があるわけですけれども、今のところ、校歌碑を作りたいというよう

なお話はまだ伺ったことはございません。けれども、冒頭触れましたように、こういうこと

で地域コミュニティがきちんと活発になってできて、地域の皆さんのよりどころになるとか、

心のよりどころになるとか、そういうことであればその都度それはそれなりに、やはり相談

に応じていきたいというふうに考えております。以上であります。これは教育長の方から答

弁いりましょうか。 

○教 育 長  ３ 教育について 

寺口議員の質問に答弁を申し上げたいと思います。答弁に入ります前に、議員の発言の中

に教育委員会の形骸化が指摘されて久しいというふうなお言葉がございました。議員が私ど

もの教育委員会のことをそのように評価しておられるのであれば、これに対しては全く何も

申し上げるところはありませんが、一般論として教育委員会の形骸化と言われたのであると

すれば、よその市町村の教育委員会の手前もありますので、一言反論をしておきたいと、こ

のように思います。 

教育基本法の改正にともなって様々なご意見があるのだろうと、こう思って拝聴しており

ました。１点目の当初の教育委員に教職出身者がいないということについての認識でありま

すけれども、私どもの教育委員会事務局に今現在２人の管理指導主事、現職の校長でありま
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すが事務局におりまして、教育委員会の会議にもその都度出席をしております。教育委員は

なるほど教職経験者がおりませんので、学校ではどうなのだろうというふうなことがあれば、

その都度出席している管理指導主事に意見を聞いておりますので、特段、教育委員会の会議

の運営、あるいは教育委員会事務局の運営上、支障が出ているとは思っておりません。 

２点目でありますが、教育行政からの教育内容の独立というふうな観点でのお尋ねであり

ました。地方におきましてはいわゆる地方教育行政の云々という法律がありまして、地方行

政と学校教育の間に教育委員会というクッションが入っておるところであります。けれども

これもご承知のとおりでありますが、国におきましては文部科学大臣は政治家でありまして、

なかなか教育内容と教育行政のその間の独立性というふうなものは、私は確保されていない

ものだろうと思っております。 

例えば、基本法の改正があってもなくても、これに基づいてこの下に各種の法律がありま

す。そしてまた法律ではありませんけれども、学習指導要領というふうなものがありまして、

教育内容という点については、この学習指導要領が一番大きな縛りになっておるものだとい

うふうに理解しております。 

この学習指導要領の改正も、なるほど中央教育審議会というふうなものに諮問をいたしま

して、答申を受けて改正が行われてきておりますけれども、やはりここにはその都度、その

都度の社会情勢、あるいは政治的な課題、そういったものが色濃く反映されてきたのではな

いかなと、こういうふうに私は思っております。 

したがいまして、教育内容が教育行政から独立したものということにはなっていないと。

基本法が改正される前であっても、そうだったのだろうと思います。ただ、いわゆる教育の

自由といいますかそういった観点の内容からいきますと、しばらく前の最高裁の判決であり

ますが、１９７６年の最高裁判決の中で、国家権力による教育内容への介入はできるだけ抑

制的でなければならない、というふうな判決も確定しております。例えば国、文科省が学習

指導要領というものを定めているこの指導要領の対象外の部分の教育については、そういう

ふうなことで確定しているものというふうに考えております。 

的外れな答弁だったかと思いますが、またご質問の内容によりまして答弁させていただき

たいと思います。 

○議   長  ここで環境課長より通院療養のため３時３０分より早退の届出が出ており

ましたので、ご報告を申し上げこれを許します。 

○寺口友彦君  それでは再質問させていただきます。 

１ 保健、医療、福祉について 

まず、市長お尋ねの、健康体操を「地場産業」でありますけれども、いわゆる地場産業と

いう考えというよりも、私は全市をあげての取り組み。とりあえずは、まずは庁舎内ですけ

れども、全職員がこういう体操を実践していくと。そしてこのことが何につながるかという

ことは、市長はすでにおわかりと思いますけれども、後期高齢者の医療というのを考えた場

合については、南魚沼市は全市をあげてそういう取り組みをしているということが評価をさ
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れるわけであります。 

保険料の算出方法については、また後ほど言いますけれども、確かにわが地区は医療費は

低いと。新潟地区は高いと。それは新潟地区は医者に行くお年寄りが多いと、医者がたくさ

んありますので。うちは行く医者が少ないから医療費が少ない、低い、とよく言われており

ますけれども、そうではないのだと。全市をあげてそういう取り組みをしているのだという

ところの、やはりそのパフォーマンスと言いますか、実績もあげるわけでありますけれども、

そういう部分がこれからは必要になってくるだろう。そういう意味での地場産業であります。 

２番目の医療費の算出方法については伺いました。応能・応益という部分での議論という

ことでありますけれども、総文の委員会の中で、税務課長よりの報告がありました。国保に

ついても資産割というものについては見直しをしていく。所得割一本でいくのだというよう

な話を聞きましたので、私は後期高齢者についても所得割一本でいくのであろうから、当然

国保についても前倒しでやるべきだという内容の質問をしようと思っていたわけであります。

が、税務課長の方からそういうような報告を受けましたので、所得割一本ということでいく

となれば、それはそれで結構だと思っております。 

全市をあげての取り組みにしていくのだと。それが新潟県全体の中で見て、南魚沼市は頑

張っているというところを見せるための地場産業というところであります。それについての

お考えを聞かせていただきたい。 

２ 産業振興について 

地域間調整を利用しての減反率を低く全市で統一をしていくということについてでありま

す。今朝の新聞で、当市は昨年よりも１パーセント増、生産量が増えると。増えてもいいと

いう話でありますが、問題は新たな米の需給調整システムにおいて、ＪＡ魚沼みなみとＪＡ

しおざわが主体になりまして、連絡協議会を作りその中で調整を図っていくというわけであ

りますが、万が一、１００パーセント達成は困難だとした場合については、その協議会に対

して市はどのような対応をしていくのかというところが問題だろうと私は思っております。 

それともう１点は、そうは申しましても減反達成率が非常に低い地区もあるわけでありま

す。そういう地区の中には、要するにそうなった場合については全部自分が責任を被るのだ、

自己責任でやるのだ、というような農家もおるわけでありますから、そういう人たちに対す

る指導をどのようにやっていくつもりなのか、ということをお伺いいたします。 

４ 行財政改革、市民参画について 

教育についてはちょっと後ほどということで、行財政改革の部分についてであります。昨

日和田代表の方から質問があったわけでありますが、やはり市民の皆様が納得できる形とい

うことになれば、数字でもっていくらいくらコスト削減になるのだという部分がないと、な

かなかできない部分もあるだろうというところで質問をさせていただいたわけであります。 

そうした場合に、これはそういう中でも市長にお伺いをいたしましたけれども、機構をは

っきりと打ち出してやる以前に、やはり皆様の意見を聞くというそういうシステムをつくっ

ておいて、そういう形で機構改革をやっていくのだという姿勢が大事ではないかなというふ
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うに思っております。そういう部分についてのお考えはどうかということをお聞きします。

再度お聞きします。 

パブリックコメントでありますけれども、これは実は、確かに総合計画ですか、総合計画

については４名の方が約２０件の意見を寄せられたということは見ました。その中で、なか

なか市民の方たちがパブリックコメントを利用できないということは、やはり行政側として

もっと考えるべき部分が非常に多くある。特に苦情と言いますか、苦情はこちらで受けると。

パブリックコメントについてはこうだということをはっきりと明示していく必要があるだろ

うと私は思っております。 

パブリックコメントで公表する部分については、こうだという規定もありますが、そこま

できちんと読んでいらっしゃる市民の方はなかなか少ないのではないかと。それはやはり行

政の方から知らしめていくという形をとらなければ、なかなか制度としていいものがあるに

も関わらず、それを活用できないままに終わっていくのではないかと私は思っております。

その仕分けと言いますか、その部分についての市長のお考えをお聞きしたいと思います。 

それから物品についての最低制限価格であります。実は先ほど行われたちょっとした入札

があったわけであります。私から見れば物品なのでありますが、それを持ってきて設置をす

ると。設置をすれば工事というのは当たり前なのですけれども、どう見ても堰堤を作るとか

そういう公共工事と全く違うわけであります。そういう部分について、やはり工事という名

称がついたから最低制限価格を設けてこうだとやっていくところは、やはり私は見直すべき

ではないかと思っております。 

物品の価格ははるかに高いわけであります。工事といってもものすごく工事費が低いと。

そういうような工事については、公共工事というようなルールを適用するのではなくて、や

はり個々について物品なのか、公共工事なのかということを見分けていくというのが、これ

から市にとって非常に大切な部分ではないかと思っておりますので、それについてのお考え

をお聞きします。 

５ 住環境整備について 

それから住環境整備についてでありますけれども、私はこの校歌碑を作るということにつ

いて、税金を使えと言っているのではありません。こういうような形でもって、コミュニテ

ィを醸成していく方法を行政が与えていく。こういう形はどうだろうかという形でもって、

そのモデルと言いますかフレームを与えていくということをやってもよいのではないかとい

うふうに私は思っているわけです。 

それは市長がお考えのような行政サービスの一部を旧旧町村のなかの３地区に代行してい

ただくということは非常にいい考えだと思っておりますが、なかなかそのコミュニティとし

てまだ醸成はしていないだろうと。そうすると土壌作りというのが必要であるわけです。そ

うした場合にこういうものを活用していくということは、私は非常に有利であるというふう

に思っております。 

税金を使えと言っているわけではなくて、こういう形でやるのはどうだろうかということ
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を、フレームを提案する方法はどうかということについての市長のお考えをお聞きいたしま

す。 

３ 教育について 

それからいよいよ教育についてでありますけれども、先ほど教育長の方が形骸化が言われ

て久しいというのは、当市の教育委員会なのか、あるいは全国的なものかと言われました。

私は一般的に全国的に見て、教育委員会が機関としての機能を果たしていないところが多い

のではないかという思いでありますので、そういう思いでの形骸化ということであります。 

それから教職の出身者がいないことについて、市長は別に不具合は感じていない。教育長

の方についても不具合は感じていないということでありますが、私は改正教育基本法により

まして、地方分権といいながらも、やはり今度は国の文科省の影響力が非常に大きくなった

ような教育行政になっていくだろうと思っております。 

新潟市の教育委員会の方が教員マイスター制度といって、自前でもって教員を鍛えていく。

教師力を上げるためにやるというのを早くも打ち出しております。そうしますと、一番下と

いいますか、当市のような教育委員会において、では上から言われてきた場合にそれをどう

いうふうに解釈をしてやっていくかというふうになった場合について、指導主事というのが

２名いらっしゃいますけれども、やはり私は教育委員会の中に少なくとも半分は教職のプロ

の方が入っているという形でないと、これからは対応できていけないのではないかという心

配を持っているわけであります。 

教育内容の独立についてでありますけれども、教育委員会は当市にとっては一番大きな問

題であります在籍児童数の激減によります学区再編であるとか、本校舎の耐震補強でありま

すとか、あるいは外国籍の子供に対する特別支援であるとか、あるいは普通学級における特

別支援であるとか。非常に問題が山積しているわけであります。そういう教育内容について、

文科省からの指示をそのまま下に流すというような教育委員会であっては、私は南魚沼市の

教育にとってはためにならないというように考えております。そういう意味で、教育内容に

ついての独立をどうかという質問でありますので、答弁をよろしくお願いします。 

○市   長  寺口議員の再質問にお答えいたします。 

１ 保健、医療、福祉について 

最初のけんこつ体操の件であります。そういう意味だといたしますれば、ただ、極力大勢

の皆さん方がこういうことを利用したり、そういうことで自分の体力づくり、健康増進、病

気の予防に努めていただくということについては、極力流布していかなければならないわけ

であります。ですが、市の職員が全部これをやれなどということにはなかなか。そういうや

はりやり方は私はとりたくありません。 

しかも先ほど触れましたように、サポーターの養成をやっておりますので、その皆さん方

とまた協議しながら、どういう方法で極力大勢の市民の皆さん方からこういうことをやって

いただけるか、そのことに努めていきたいと思っております。職員にこれをやれと言ってみ

ても、家に行ってやれと言ってもそれは結果はわからないわけであります。では、庁内でこ
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んなことをやっていられるということにもなかなかならないわけでありますので、そこの問

題はご勘弁をいただきたい。 

ただ、市民の極力大勢の皆さんがこういうことで健康増進に努めてもらうということにつ

いては異論はございませんので、サポーターの皆さん、あるいは担当課と相談しながら、そ

の普及に努めていきたいと思っております。 

２ 産業振興について 

生産調整問題であります。１００パーセント達成できない場合はどうするというこれは、

今年までは一応、行政が主導でこういう生産調整について取り組んできたわけでありますが、

来年からＪＡ主体、いわゆる生産者主体ということになります。ここでもし達成できなかっ

たということが出ますと、当然ですけれども、翌年度の数量に影響するわけでありますが、

それはどうすると言われても、どうしようもない。 

極力達成していただくように、市としてもＪＡさんと協力しながら、皆さんにお願いをし

ていくということ以外にありません。達成しなかったときどうするのだ、どうするのだとい

っても、なす術はないわけであります。それから責任は誰がとるといっても、これは責任の

とりようもございません。 

それからご承知でしょうけれども、いわゆる法律的に義務付けている部分ではございませ

んので、では、罰則があるかといえばこれもないわけであります。ペナルティ的なことをお

互いの圏域の中でやっている程度でありますから、これはどうしようもないというよりお答

えがいたしかねますけれども、そうならないようにきちんとやっていかなければならないと

思っております。 

３ 教育について 

この順番でいきますと、今度は教育行政です。半分くらいは教職員出身者がいた方がいい

という議員のお考えのようでありますが、私は逆に専門的になりすぎて、幅が広がらないと

いう、そういう懸念をずっともっておりました。ですので、教職員出身者でなくても十分対

応できます。いわゆる学校教育課の職員もいるわけですし、教育長もいるわけですし、先ほ

ど伺いましたら教育指導主事という方もいる。 

それで文科省の言いなり放題になっていると、これは法律でやらなければならない部分と

いうのは、やらなければならないわけです。別に文科省の指示があるとかないとかではなく

てですね。法律で定められたことはやらなければなりませんけれども、全て画一的に文科省

の言うとおりになって、それが教職員出身者がいないがためにそうなったなどということは

あり得ないことであります。あり得ないことでありますので、それは全くご心配にあたらな

いと。そのことによってわが市内の教育の質が落ちたとか、問題が起きたということには絶

対ならないという確信は持っておりますが、これはまた教育長の方から後で答弁をさせてい

ただきます。 

４ 行財政改革、市民参画について 

機構改革、庁舎をいわゆる集合するという本庁舎方式。このことにつきましては議員もご
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承知だと思いますけれども、春先からの市政懇談会の各会場で全部申し上げてまいりました。

部制も導入したいということも大体触れてきたわけであります。そこで市民の皆さん方とも

そういう話をしているわけで、市民の皆さん方から特別そういうどうするのだとか、どうい

う方式になるのだとかそういうご質問もありました。けれども、それは絶対だめだなどとい

う話もございませんでした。私としますと、議会の皆さん方、そして市民の皆さん方からご

理解いただくというのは、そういう場しかないわけであります。それでパブリックコメント

等を出しても、ほとんどこれは反応がないといいますか、１～２ありましたけれども。 

そんなことでありますので、これをもっともっと徹底させていくためには、先ほど触れま

したように、きちんとした数字が出て、投資費用がどのくらいで、そして効果がどのくらい

ですので、ということはこれはやりますけれども。これも１００パーセントの皆さからご理

解いただくなどということはでき得ないわけであります。しかも、私どもがそれをお知らせ

した中で、またご意見があれば十分お聞きをいたしますけれども、今までの私の感触で、市

政懇談会等も通じた感触ではそういうことではなかったということでありますので、踏み切

らせていただいたということであります。 

市政懇談会もご承知のように、塩沢６カ所、大和６カ所、六日町４カ所。これだけ開かせ

ていただきました。相当数の皆さんもおいでいただきましたし、少ない地域もあったわけで

ありますけれども。私どもとしますと、でも一応手は尽くしたという思いでありますが、ま

だ不足だということであればまた努力をさせていただきたいと思っております。 

このパブリックコメント制度と、いわゆるクレームといいますか苦情の処理の区別。して

あるわけですけれども、わからないということですので、先ほど触れましたように、その配

置や利用方法、これをもう１回検討させていただいて、極力わかりやすいようにさせていた

だこうと思っております。 

最後と言いますか、ある部分でありますけれども入札関係であります。これは確かにぱっ

と見ますと物品なのです。そこで、これは給水工事等が必要となりまして、保育園でもあり

ましたのできちんとした設置を確保すべしということで、工事扱いにしたということであり

ました。別に他意はあったわけではありません。おっしゃっていただいたように一般的に見

れば物品なのです。ですから、またこういう面もこれからも私どもも意を払いながらきちん

とやっていきたい。 

そして結果でありますが、いわゆる最低制限価格を下回ったところで一番安かったものと、

落札したものの差額が、これは１,０００万円以上の工事でありますけれども、８６万円であ

りました。８６万円という数字は大きいといえば大きいですけれども、最低制限価格を設け

たがゆえに、非常に大きな損失を被ったという部分でございませんし、冒頭触れましたよう

に工事部分に重きを置いたということでありました。以後はまたきちんと精査をしながら対

応していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

５ 住環境整備について 

それから最後。こういう部分は、行政がヒントを与えることはやろうと思います。ただ、
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こうしろということはやはり避けたい。地域の皆さんがそういうことがあるか、ああいうこ

とがあるか、ではこれをやってみようと。そういうことの方に結びつくようにヒントとして

は非常にいい題材だと思っておりますので、またそういう面では対応していきたいと思って

おります。 

○教 育 長  ３ 教育について 

再質問にお答えをいたします。教職出身者がいないということに対しての認識につきまし

ては、市長と全く同じでありますので繰り返しはいたしません。 

教育内容の独立ということを、どうも私が読み違っておりまして大変恐縮でありました。

国からの地方教育行政の独立というふうに読むべきだったなということでありました。 

ご指摘ありましたように、今回の改正教育基本法の案が取りまとめられた背景になりまし

た、中央教育審議会の答申。これは昨年の１０月でありましたが、この中で例えば教職員人

事権の市町村への委譲。さしあたりは大きな市への委譲ですが、これが進んでまいりますと

小さな市町村への委譲ということも考えられる。その際には、例えば市町村教育委員会が広

域化、事務組合のようなものを作って対応したらどうかとか、そんなふうな意見も書かれて

おったところであります。 

それで、ここでは言われておりますのが、教育委員会の機能の強化という言葉が入ってお

ります。この関連で申し上げますと、ひとつには教育委員会事務局体制の強化。例えば、小

さな町村――私どもも合併前はそうだったわけですから偉そうなことは言えないわけであり

ますが――指導主事を持たない教育委員会というものが相当数あります。例えば、学校現場

を指導しようとしても、教育長が出向いていくしか方法がないというふうな状況もあったわ

けでありますし、そういう教育委員会であれば教職出身者が教育委員の中にいるということ、

あるいは教育長自身が教職出身者であるというふうなことが相当大きな意味を持っていただ

ろうと思うわけであります。 

しかし、合併後、先ほども申し上げましたが、事務局に管理指導主事、小学校の校長、中

学校の校長それぞれ――それも地元の出身者でありますが――おいていただいてありますの

で、学校の指導、あるいは学校とのパイプというふうなことについては、委員の中にいなく

てもさほど支障がないだろうと、こういう根拠であります。 

それから言われておりますことは、教育委員会が首長との連携を強化する必要があるとい

うふうなことも言われております。この辺につきましては、今後とも情報の共有化というふ

うなことに努めてまいりたいと思っております。 

ご指摘にありました、例えば学区の再編、校舎等々の耐震化、特別支援の充実こういった

ことにつきましては、これから全力をあげて取り組んでまいりたいと思っております。委員

に教職出身者がいないがために、こういった点で他の市教委より遅れをとるということは、

絶対ないように努めてまいりたいと思っております。 

○寺口友彦君  では再々質問をさせていただきます。 

４ 行財政改革、市民参画について 
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ただ１点だけでありますけれども、機構改革についてであります。市長は和田代表の質疑

に対して１４０名の職員の削減で、１０億円くらいの人件費が削減なるだろうという話であ

ります。これは自然減を含めて１４０というのが、分庁舎方式から本庁舎方式になった場合

については２～３年で実行できるというような解釈であるとすれば、では２～３年のうちに

できるというのであれば、公務員でありますのでどのような形でもって、職員を減らしてい

くのかというその手法についてひとつお聞きしたいところであります。 

なかなか、わからないことは言うなというふうに思いますけれども、市長はレッドカード

を出せるわけですけれども、私はイエローカードしか出せません。そういうつもりで聞きま

したので、よろしくお願いいたします。 

○市   長  ４ 行財政改革、市民参画について 

お答えいたします。和田議員にお答えしたことは、合併後、１０年間で１４０数名の職員

を減員しようという計画を立てたわけです。ですからこれについては１０億円から１５億円

の削減効果が出ます。ただ、それをこのまま分庁方式でやっておりますと、その削減が不可

能になるわけです。全部不可能とは言いませんが相当数が不可能であります。 

そしてしかも、これは何度も触れておりますけれども、今、１８年度で退職する方、１９

年度、２０年度、２１年度これが相当大量になるわけです。ここで分庁舎方式をまだ継続し

ておりますと、どうしても職員の配置が必要になるわけです。必要なのです。その間に早く

ここに集積をさせて、その自然減です。当然自然減です。自然減といいますか、退職された

方の補充を極力少なく抑えられるわけですから、集中させれば。この今のまま分散しておき

ますと、ほとんどそれが可能でならなくなる。そういうことから１日も早く、１年も早く、

本庁舎方式に切り替えたいとことであります。 

この数字は今ここでぽんとすぐ出せと言われてもわかりませんけれども、先ほど触れまし

たように、まだ今年の職員の皆さん方の勧奨分がきちんと出ておりません。保育士さんも含

めて相当数は出ておりますけれども、まだはっきり確定していない。そういう部分も含めま

すと、まだ数字としてすぐぽんと出すわけにはいきませんけれども、ある程度確定した時点

では、当然ですけれどもまた皆さんにお知らせをして、これだけの効果が出ますとか、これ

だけの投資費用が必要ですとかは出しますので、そのときにまたご議論いただければと思っ

ております。そういうことであります。 

○議   長  以上で一般質問を終わります。本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。次の本会議は明日１２月２２日午前９時３０分から当議

事場で開きます。大変ご苦労さまでした。 

（午後４時２２分） 

 


